
行動計画 改定素案 行番号

第２章　情報収集・分析

第１節　準備期
1

②情報収集・

分析

２）所要の対応

　県及び保健所設置市は、国やJIHSと連携の下、有事に備え、積極的疫学調査や臨床研究に資する情

報の収集について、平時から体制を整備する。（健康医療福祉部）

　県は、国やJIHSと連携し、有事に備え、積極的疫学調査等に関する情報を収集し、職員向けの研

修会の開催や青森県感染症マニュアルの必要な見直し等により体制を整備する。（保健衛生課、保

健所）

2

②情報収集・

分析
3

②情報収集・

分析
第２節　初動期 4

②情報収集・

分析

２）所要の対応

2-1.情報収集・分析に基づくリスク評価

　県及び保健所設置市は、国によるリスク評価等を踏まえ、医療提供体制、検査体制、保健所等の各

体制について、速やかに有事の体制に移行することを判断するとともに、必要な準備を行う。（健康

医療福祉部）

　県は、国によるリスク評価等を踏まえて、青森県健康危機管理庁内連絡会議を開催するなどし

て、速やかに有事の体制に移行することを判断する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県、保健所及び衛生研究所は、患者等の疫学調査や病原体検査等に必要な物品等の準備を行う。

（保健衛生課、保健所、衛生研究所）

5

②情報収集・

分析

2-2. リスク評価体制の強化

　県は、国及びJIHSが必要な情報を効率的かつ効果的に収集・分析を行うため、感染症インテリジェ

ンス体制を強化し、継続的にリスク評価を実施することについて必要な協力を行う。（健康医療福祉

部）

　県は、国及びJIHSが行うリスク評価に、必要な協力をする。（保健衛生課） 6

②情報収集・

分析

2-3. リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施

　県は、国及びJIHSと連携し、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。（健康

医療福祉部）

　県は、国及びJIHSのリスク評価を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部を開催するな

どして必要な感染症対策を判断し、実施する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）
7

②情報収集・

分析

2-4. 情報収集・分析から得られた情報や対策の共有

　県は、国から共有される国内外からの情報収集・分析から得られた情報や対策について、関係機関

に共有するとともに、県民等に提供・共有する。（健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等感染症に関する国やJIHS等からの情報や対策について、青森県健康

危機管理庁内連絡会議等において庁内で情報を共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、青森県感染症対策連携協議会や新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議等を活用し、

関係団体や関係機関と情報を共有するとともに、ＨＰ等の県が有する広報媒体を活用し、報道機関

等の協力を得て県民等に情報を提供・共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、相談窓口の設置、コールセンターの設置等を検討する。（保健衛生課）

8

②情報収集・

分析
9

②情報収集・

分析

3-1.リスク評価

3-1-1. 情報収集・分析に基づくリスク評価

　県及び保健所設置市は、新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受

性等）、国内での発生状況、臨床像に関する情報について分析し、包括的なリスク評価を行う。リス

ク評価に当たっては、国際機関、研究機関等の情報や、検疫所及びJIHSからの報告、積極的疫学調査

等により得られた結果等の情報収集・分析に基づき、リスク評価を実施する。

　この際、感染症危機の経過や状況の変化、これらを踏まえた政策上の意思決定及び実務上の判断の

必要性に応じた包括的なリスク評価を実施する。（健康医療福祉部）

　県は、国やJIHS等の情報に基づき、有識者や専門家等の意見を踏まえて、青森県新型インフルエ

ンザ等対策本部において、新型インフルエンザ等のリスク評価を行う。（健康医療福祉政策課、保

健衛生課、危機管理局）

　このリスク評価に当たっては、感染症危機の経過や状況の変化等を踏まえた政策上の意思決定及

び実務上の判断の必要性に応じた包括的な評価を行う。（保健衛生課）

10

新型インフルエンザ等対策青森県行動計画と青森県新型インフルエンザ等対策マニュアル改定素案との比較表 別添資料１
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行動計画 改定素案 行番号

②情報収集・

分析

3-1-2. リスク評価に基づく情報収集・分析手法の検討及び実施

①　県は、国及びJIHSがリスク評価に基づき、感染症インテリジェンス体制を強化し、引き続き活用

することについて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSの感染症インテリジェンス体制の強化や活用について、必要な協力をする。

（保健衛生課）
11

②情報収集・

分析

②　県及び保健所設置市は、国が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査等の

対象範囲や調査項目を見直す。（健康医療福祉部）

　県は、国が示す方針や県が行ったリスク評価の結果等を踏まえて、県内の実情に応じて柔軟かつ

機動的に積極的疫学調査の対象や実施方法を見直す。（保健衛生課、保健所）
12

②情報収集・

分析

3-1-3. リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施

　県は、国及びJIHSと連携し、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。また、

流行状況やリスク評価に基づき、柔軟かつ機動的に感染症対策を見直し、切り替える。（健康医療福

祉部）

　県は、国及びJIHSが行うリスク評価を踏まえて、本県の流行状況やリスク評価に基づき、感染症

対策を実施する。本県における感染症対策は、柔軟かつ機動的に見直しを行う。（保健衛生課）
13

②情報収集・

分析

3-2.情報収集・分析から得られた情報や対策の共有

　県は、国から共有される国内外からの情報収集・分析から得られた情報や対策について、関係機関

に共有するとともに、県民等に迅速に提供・共有する。（健康医療福祉部、教育委員会）

　県は、新型インフルエンザ等感染症に関する国やJIHS等からの情報や対策について、青森県新型

インフルエンザ等対策本部等において庁内で情報を共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生

課、危機管理局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会や新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議等を活用し、

関係団体や関係機関と情報を共有するとともに、ＨＰ等の県が有する広報媒体を活用し、報道機関

等の協力を得て県民等に情報を提供・共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、相談窓口の設置、コールセンターの設置等を検討する。（保健衛生課）

14

第３章 サー
ベイランス

15

③サーベイラ

ンス
第１節　準備期 16

③サーベイラ

ンス

1-1. 平時に行う感染症サーベイランス

①　県及び保健所設置市は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症に

ついて、指定届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向等の複数の情報源から全国的な

流行状況を把握する。

（健康医療福祉部）

　県は、平時において、感染症発生動向調査や感染症流行予測調査事業等を実施し、季節性インフ

ルエンザや新型コロナウイルス感染症等の急性呼吸器感染症について、流行状況を把握する。ま

た、衛生研究所において週報を作成し関係機関や県民と共有する。（保健衛生課、衛生研究所）
17

③サーベイラ

ンス

②　県及び保健所設置市は、JIHS等と連携し、指定届出機関からインフルエンザ患者の検体を入手

し、インフルエンザウイルスの型・亜型、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受

性等）を平時から把握するとともに、感染症サーベイランスシステムを活用し、発生状況について共

有する。（健康医療福祉部）

　県は、衛生研究所における、感染症発生動向調査事業に基づく急性呼吸器感染症病原体定点医療

機関等から入手した検体の検査結果（ウイルスの種類や型・亜型、その他の性状）等を平時から把

握する。（保健衛生課）
18

③サーベイラ

ンス

③　県及び保健所設置市は、ワンヘルス・アプローチの考え方に基づき、JIHS、家畜保健衛生所、国

立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国立環境研究所等と連携し、家

きんや豚及び野生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発

生を監視する

　県は、国やJIHS等と連携し、家禽及び豚並びに野生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況

を把握する。（環境エネルギー部、保健衛生課、農林水産部）
19

③サーベイラ

ンス

　また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれのある者につ

いて保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情報共有を速やかに行う体制を整備する。（健

康医療福祉部、農林水産部、環境エネルギー部）

　県は、医療機関から動物由来インフルエンザに感染した恐れのある者について届出等があった場

合には、青森県健康危機管理庁内連絡会議等により庁内関係課と情報を共有する。（健康医療福祉

政策課、保健衛生課）

　また、青森県感染症対策連携協議会等を活用し中核市や県医師会をはじめとする関係団体や関係

者等と速やかに情報共有を行う。（保健衛生課）

20
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行動計画 改定素案 行番号

③サーベイラ

ンス

④　県は、国がJIHS等と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、感染症サー

ベイランスシステムを活用した疑似症サーベイランスによる新型インフルエンザ等の早期探知の運用

の習熟を行うことについて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSが行う疑似症サーベイランスの訓練等に必要な協力をする。（保健衛生課、保

健所、衛生研究所）
21

③サーベイラ

ンス

1-2. 人材育成及び研修の実施

　県は、感染症サーベイランスに関係する人材の育成と確保のため、国が行う研修等への参加を働き

かける。（健康医療福祉部）

　県は、感染症サーベイランスに関係する人材の育成等に係る国の研修等について、県職員を含

め、関係者に参加を働きかける。（保健衛生課）
22

③サーベイラ

ンス
第２節　初動期 23

③サーベイラ

ンス

2-1-1. 有事の感染症サーベイランス の開始

　県は、国の方針に基づき、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続するとともに、新

たな感染症の発生が探知され、国から疑似症の症例定義が示された場合には、速やかに疑似症サーベ

イランス を開始する。また、国の方針に基づき、新型インフルエンザ等の患者の全数把握を始めとす

る患者発生サーベイランス等の強化により、患者の発生動向等の迅速かつ的確な把握を強化するとと

もに、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、県民の

抗体保有状況等の必要な知見を得るため、入院者数や重症者数の収集（入院サーベイランス）及び病

原体ゲノムサーベイランスを行う等、有事の感染症サーベイランスを開始する。

　衛生研究所等は、新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体について亜型

等の同定を行う。（環境エネルギー部、健康医療福祉部、農林水産部）

　県は、国の方針に基づき、疑似症サーベイランスをはじめとする有事の感染症サーベイランスを

実施する。（保健衛生課）

　衛生研究所は、新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体について必要

な検査を行う。（衛生研究所）

24

③サーベイラ

ンス

2-1-2. リスク評価に基づく体制強化

　県は、国が実施する初期段階でのリスク評価に基づき、感染症サーベイランスの実施体制が強化さ

れる場合には、国と連携して実施する。（健康医療福祉部）

　県は、国の感染症サーベイランスの強化方針に基づき、必要なサーベイランスの強化を行う。

（環境エネルギー部、保健衛生課、農林水産部）
25

③サーベイラ

ンス

2-3. 感染症サーベイランスから得られた情報の共有

　県は、国から提供される感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム

情報、臨床像等の情報について関係機関と共有するとともに、感染症の発生状況等や感染症対策に関

する情報を、県民等へ迅速に提供・共有する。（健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等感染症に関する国やJIHS等からの情報や対策について、青森県新型

インフルエンザ等対策本部等において庁内で情報を共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生

課、危機管理局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会や新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議等を活用し、

関係団体や関係機関と情報を共有するとともに、ＨＰ等の県が有する広報媒体を活用し、報道機関

等の協力を得て県民等に情報を提供・共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、相談窓口の設置、コールセンターの設置等を検討する。（保健衛生課）

26

③サーベイラ

ンス
第３節　対応期 27

③サーベイラ

ンス

3-1. 有事の感染症サーベイランスの実施

　県は、県内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等について、流行状況に応じたサーベイランスを実施す

る。

　なお、国において、患者の全数把握から定点把握を含めた適切な感染症サーベイランスに移行する

方針が示された場合には、県においても同様の対応を行う。

　県及び保健所設置市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動向

等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。（環境エネルギー部、健康医療福祉

部、農林水産部）

　県は、国の方針、県内のリスク評価結果等を踏まえて、流行状況に応じたサーベイランスを実施

する。（保健衛生課、保健所）

　また、有識者、医療機関及び保健所等の意見を踏まえて、県内の流行状況等に応じて、青森県新

型インフルエンザ等対策本部が必要と認めた独自のサーベイランスを実施する。（環境エネルギー

部、保健衛生課、保健所、農林水産部、危機管理局）

28
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行動計画 改定素案 行番号

③サーベイラ

ンス

3-2. 感染症サーベイランスから得られた情報の共有

　県は、国から提供される感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム

情報、臨床像等の情報について関係機関にと共有するとともに、感染症の発生状況等や感染症対策に

関する情報を、県民等へ迅速に提供・共有する。（健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等感染症に関する国やJIHS等からの情報や対策について、青森県新型

インフルエンザ等対策本部等において庁内で情報を共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生

課、危機管理局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会や新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議等を活用し、

関係団体や関係機関と情報を共有するとともに、ＨＰ等の県が有する広報媒体を活用し、報道機関

等の協力を得て県民等に情報を提供・共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、相談窓口の設置、コールセンターの設置等を検討する。（保健衛生課）

29

30

第４章 情報

提供・共有、

リスクコミュ

ニケーション

第１節 準備

期

31

④情報提供・

共有・リスコ

ミ

1-1-1. 感染症に関する情報提供・共有

　県は、平時から、国や JIHS と連携して感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、

マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）、感染症の発生状況等の情報、新型イン

フルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等について、 各種媒体を活用し、 県民等に情報

提供・共有を行う。これらの取組等を通じ、県による情報提供・共有が有用な情報源として、県民等

による認知度・信頼度が一層向上するよう努める。

　その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与することについて啓

発する。

　なお、保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する等、地域における感染拡大の起点となりやす

いことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考えられる者の集団感染が発生するおそれがあるこ

とから、 県及び市町村の保健衛生部局や福祉部局、教育委員会等と連携して、感染症や公衆衛生対策

について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校教育の現場を始め、こどもに対する分かりやすい

情報提供・共有を行う。 （健康医療福祉部、教育委員会、関係部局）

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分  R7.1.31会議資料2 No.28）

　県は、平時から、基本的な感染対策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避

ける等）、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行

動等について、 ＨＰやＳＮＳ等を活用し、 県民等に情報提供・共有を行う。（保健衛生課、衛生

研究所）

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分  R7.1.31会議資料2 No.20）

　県は、感染対策の教育について、学校教育の現場を始め、こどもへのわかりやすい情報提供・共

有を行う。（教育委員会）

32

第５章　まん

延防止
66

第１節　準備期 67

⑤まん延防止

1-1. 有事のまん延防止対策強化に向けた県民や事業者の理解促進

①　県は、県行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される対策の内容やその意義

について周知広報を行う。その際、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、県民の生命及び健康を

保護するためには県民一人ひとりの感染対策への協力が重要であることや、実践的な訓練等を行うこ

との必要性について理解促進を図る。（健康医療福祉部）

　県は、県行動計画に基づき、青森県感染症対策連携協議会等の機会や、ＨＰ等の県の広報媒体を

活用し、新型インフルエンザ等対策の内容や意義等に関する周知啓発を行い理解促進を図る。（保

健衛生課）

68

⑤まん延防止

②　県、市町村、学校等は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本

的な感染対策の普及を図る。

　また、自らの感染が疑われる場合は、相談センターに連絡し指示を仰ぐことや、感染を広げないよ

うに不要不急の外出を控えること、マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等につ

いて、平時から理解促進を図る。（健康医療福祉部、教育委員会、関係部局）

　県は、青森県感染症連携協議会等の機会やＨＰ等の県の広報媒体を活用して、基本的な感染対策

の普及を図るほか、自らの感染が疑われる場合の適切な受診方法や発症時の適切な対応について周

知を図る。（保健衛生課）

69
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⑤まん延防止

③　県は、まん延防止等重点措置による休業要請、新型インフルエンザ等緊急事態における緊急事態

措置による不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限の要請等の新型インフルエンザ等の発生時に

実施され得る個人や事業者におけるまん延防止対策への理解促進を図る。（健康医療福祉部、関係部

局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会等の機会や、ＨＰ等の県の広報媒体を活用し、新型インフル

エンザ等緊急事態措置等における個人や事業者におけるまん延防止対策への理解の促進を図る。

（保健衛生課、関係部局）

70

⑤まん延防止

④　公共交通機関については、旅客運送を確保するため指定（地方）公共機関となるものであり、適

切な運送を図る観点からは、当該感染症の症状のある者の乗車自粛や、マスク着用等の咳エチケット

の徹底、時差出勤や自転車等の活用の呼び掛け等が想定される。県は、国の調査研究による運行に当

たっての留意点等について、指定（地方）公共機関に周知する。 （交通・地域社会部、健康医療福祉

部、観光交流推進部）

　県は、指定（地方）公共機関に対し、新型インフルエンザ等発生時の事業の継続に関し国や各種

学会等が示すガイドライン等の情報について周知する。（交通・地域社会部、保健衛生課、観光交

流推進部）

71

⑤まん延防止 第２節 初動期 72

⑤まん延防止

2-1. 県内でのまん延防止対策の準備

①　県及び保健所設置市は、国も含めて相互に連携し、県内における新型インフルエンザ等の患者の

発生に備え、感染症法に基づく患者への対応（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者へ

の対応（外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等）の確認を進める。

　また、県及び保健所設置市は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に

関する情報の通知を受けた場合は、 国も含めて相互に連携し、これを有効に活用する。（健康医療福

祉部）

　県は、国や中核市と連携し、青森県感染症対策連携協議会や地域新型インフルエンザ等対策協議

会等を活用し、県内における患者発生に備えた準備を進める。（健康医療福祉政策課、保健衛生

課、保健所）

　県は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する情報の通知を受

けた場合には、国も含めて連携して対応するとともに、青森県健康危機管理庁内連絡会議等により

庁内関係課と情報共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、保健所）

73

⑤まん延防止
②　県、市町村及び指定（地方）公共機関等は、国の要請に基づき、業務継続計画又は業務計画に基

づく対応の準備を行う。 （健康医療福祉部、その他全部局）

　県は、国の要請に基づき、青森県健康危機管理庁内連絡会議等で庁内関係課に業務継続計画に基

づく対応の準備を要請するとともに、指定（地方）公共機関に業務継続計画又は業務計画に基づく

準備を要請し必要に応じて準備状況を確認する。（総務部、健康医療福祉政策課、保健衛生課、関

係部局）

74

⑤まん延防止 第３節 対応期 75

⑤まん延防止

3-1. まん延防止対策の内容

　まん延防止対策として実施する対策の選択肢としては、以下のようなものがある。国及び JIHS に

よる情報の分析やリスク評価に基づき、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等） 、変異の状況、感染状況及び県民の免疫の獲得の状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講

ずる。なお、まん延防止対策を講ずるに際しては、県民生活や県民経済活動への影響も十分考慮す

　県は、国やJIHS等の情報やリスク評価、県自らによるリスク評価等に基づき、青森県新型インフ

ルエンザ等対策本部での議論を踏まえて、県民生活や県民経済活動への影響も考慮した適切なまん

延防止対策を講じる。（保健衛生課、危機管理局、関係部局）

76

⑤まん延防止

3-1-1. 患者や濃厚接触者への対応

　県及び保健所設置市は、国と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づき、患者への対

応（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請等）等の措置を行

う。また、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等についての情報収集等で得られた知見

等を踏まえ、積極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定による感染拡大防止対策等の

有効と考えられる措置がある場合には、そうした対応も組み合わせて実施する。（健康医療福祉部）

　県は、国や中核市と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づき、患者やその濃厚接

触者等への対応や感染拡大防止対策等の必要な対策を実施する。（保健衛生課、保健所）

　上記の対策については、国、JIHSや各学会等の知見やリスク評価、地域の流行状況を踏まえて、

有識者や各種専門家、医療関係者等の助言を得て実施し、必要に応じて柔軟かつ機動的に見直す。

（保健衛生課、保健所）

77

⑤まん延防止

3-1-2. 患者や濃厚接触者以外の県民に対する要請等

3-1-2-1. 外出等に係る要請等

　県は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高ま

る場所等への外出自粛や、 都道府県間の移動自粛要請を行う。

　また、県は、まん延防止等重点措置として、重点区域において営業時間が変更されている業態に属

する事業が行われている場所への外出自粛要請や、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等緊急

事態において生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないこと等の要請を行う。

（健康医療福祉部）

　県は、国の方針や要請を踏まえて、地域の実情並びに、有識者や専門家の助言等を考慮して青森

県新型インフルエンザ等対策本部において必要と認めた場合には、県民に感染リスクが高まる場所

等への外出、都道府県間の移動自粛又は生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出し

ないことを県民に要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

78
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⑤まん延防止

3-1-2-2. 基本的な感染対策に係る要請等

　県は、県民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な

感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等の取組を勧奨し、必要に応じ、その徹底

を要請する。（健康医療福祉部、関係部局）

　県は、国の方針等を踏まえて、ＨＰ等の県が有する広報媒体を活用し、報道機関の協力を得て、

県民等に対し以下の取組みを勧奨し、必要に応じてその徹底を要請する。（保健衛生課、関係部

局）

・個人対策・地域対策・職場対策の強化として、県民、事業所、福祉施設等に対して、マスク着

用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策や、時差出勤の実

施等を勧奨する。

79

⑤まん延防止

3-1-3. 事業者や学校等に対する要請

3-1-3-1. 営業時間の変更や休業要請等

　県は、必要に応じて、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる必要があると認める業態に属す

る事業を行う者に対する営業時間の変更の要請を行う。

　また、緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用し

て催物を開催する者（以下「施設管理者等」という。）に対する施設の使用制限（人数制限や無観客

開催）や停止（休業）等の要請を行う。（健康医療福祉部、教育委員会、関係部局）

　県は、国の方針や有識者・専門家の意見等を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部に

おいて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置として感染拡大防止に係る措置を必要とすると認め

た際は、事業者や学校等の多数の者が利用する施設の管理者等に対して営業時間の変更や休業要請

などの必要な措置を要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局、教育委員会、関

係部局）

80

⑤まん延防止

3-1-3-2. まん延の防止のための措置の要請

　県は、必要に応じて、上記 3-1-3-1 のまん延防止等重点措置又は緊急事態措置による要請の対象事

業者や施設管理者等に対し、従業員に対する検査勧奨その他の新型インフルエンザ等のまん延を防止

するために必要な措置を講ずることを要請する。（健康医療福祉部、関係部局）

　県は、国の方針や有識者・専門家の意見等を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部に

おいて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置として感染拡大防止に係る措置を必要とすると認め

た際は、事業者等に対し、従業員に対する検査勧奨等の必要な措置を要請する。（健康医療福祉政

策課、保健衛生課、関係部局、危機管理局）

81

⑤まん延防止

3-1-3-3. 3-1-3-1及び3-1-3-2の要請に係る措置を講ずる命令等

　県は、 上記3-1-3-1又は3-1-3-2のまん延防止等重点措置又は緊急事態措置による要請の対象事業

者や施設管理者等が、正当な理由なく要請に応じない場合は、特に必要があるときに限り、当該者に

対し、要請に係る措置を講ずべきことを命ずる86。（健康医療福祉部）

　県は、事業者や施設管理者等が、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置による要請に正当な理

由なく応じない場合は、青森県新型インフルエンザ対策本部の了解を得た上で、要請に係る措置を

講ずべきことを命ずるものとする。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

82

⑤まん延防止

3-1-3-4. 施設名の公表

　県は、 上記3-1-3-1から3-1-3-3までのまん延防止等重点措置又は緊急事態措置による要請又は命

令を受けた事業者や施設について、その事業者名や施設名を公表することが利用者の合理的な行動の

確保につながると判断される場合には、事業者名や施設名を公表する。（健康医療福祉部）

　県は、事業者や施設管理者等が、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置による要請に正当な理

由なく応じず、その事業者名や施設名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると

判断される場合は、青森県新型インフルエンザ対策本部の了解を得た上で、事業者名や施設名を公

表するものとする。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

83

⑤まん延防止

3-1-3-5. その他の事業者に対する要請

①　県は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、従業員に基本的な感

染対策等を勧奨し、又は徹底することを協力要請する。また、当該感染症の症状が認められた従業員

の健康管理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレワーク、こどもの通う学校等が臨時休

業等をした場合の保護者である従業員への配慮等の協力を要請する。（健康医療福祉部、関係部局）

　県は、国の方針や有識者・専門家の意見等を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部に

おいて、感染拡大防止に係る措置を必要とすると認めた際は、事業者等に対して以下の協力を要請

する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局、関係部局）

・新型インフルエンザ等感染症の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること

・テレワークの推進や、学校等が臨時休業した場合の保護者である従業員への配慮　等

84

⑤まん延防止

②　県は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等について、

施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹底や、人数制限等の安全性を確保するための計画策

定等を要請する。（健康医療福祉部）

　県は、国の方針や学会のガイドライン等を踏まえて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集

まる等の感染リスクが高まる場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹底

や、人数制限等の安全性を確保するための計画策定等を要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛

生課、関係部局）

85
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⑤まん延防止

3-1-3-6. 学級閉鎖・休校等の要請

　県は、感染状況、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえ、必要に応じて、学

校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提供・共有を行う。 また、 県は、 学校保健安

全法（昭和 33年法律第 56号）に基づく臨時休業88（学級閉鎖、学年閉鎖又は休校）等を地域の感染

状況等に鑑み適切に行うよう学校の設置者等に要請する。（総務部、こども家庭部、健康医療福祉

部、教育委員会）

　県は、国の方針やリスク評価、県内の流行状況等を踏まえて、学校や保育施設等における感染対

策の実施に関する情報提供を行うとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業等について、地域の

感染状況等に鑑み適切に実施するよう学校の設置者等に要請する。（こども家庭部、健康医療福祉

政策課、保健衛生課、教育委員会、関係部局）

86

⑤まん延防止

3-1-4. 公共交通機関に対する要請

3-1-4-1. 基本的な感染対策に係る要請等

　県は、公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼び掛け等適切な感染対策を講ずる

よう要請する。 （交通・地域社会部、健康医療福祉部、観光交流推進部）

　県は、国の方針や学会のガイドライン等を踏まえて、公共交通機関等に対し、利用者にマスクの

着用等の呼びかけ等の感染対策を講ずるよう要請する。（交通・地域社会部、健康医療福祉政策

課、保健衛生課、観光交流推進部）

87

⑤まん延防止

3-2. 時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方

3-2-1. 封じ込めを念頭に対応する時期

　県は、感染症指定医療機関等の医療資源には限界があること、新型インフルエンザ等の効果的な治

療法が確立されていないこと、当該感染症に対する国民の免疫の獲得が不十分であること等を踏ま

え、医療のひっ迫を回避し、国民の生命及び健康を保護するため、必要な検査を実施し、上記 3-1-1

の患者や濃厚接触者への対応等に加え、人と人との接触機会を減らす等の対応により封じ込めを念頭

に対策を講ずる。

　このため、県は、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を検討することを含

め、上記 3-1 に記載した対策の中でも強度の高いまん延防止対策を講ずる（まん延防止等重点措置や

緊急事態措置の実施の考え方については、3-3に記載） 。 （健康医療福祉部）

　県は、封じ込めを念頭に対応する時期においては、国の方針、有識者、専門家、医療機関等の意

見、県内のリスク評価等を踏まえてまん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を含め、強度の高

い対策として講ずる内容を青森県新型インフルエンザ等対策本部において決定する。（健康医療福

祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

88

⑤まん延防止

3-2-2. 病原体の性状等に応じて対応する時期

　以下のとおり、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価の大括り

の分類に応じた対応の考え方を示すが、有事には、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）、臨床像に関する情報等に基づく国及び JIHS による分析やリスク評価の結果に基づき、対応を

判断する。 （健康医療福祉部）

　県は、病原体の性状等に応じて対応する時期においては、国の方針、有識者、専門家、医療機関

等の意見、県内のリスク評価等を踏まえて、対策として講ずる内容を青森県新型インフルエンザ等

対策本部において決定する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

　県が対策として講ずる内容については、病原体の性状等に応じて、柔軟かつ機動的に見直す。

（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

89

⑤まん延防止

3-2-2-1. 病原性及び感染性がいずれも高い場合

　り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また、感染性の高さから感染者数の増加に伴い医

療のひっ迫につながることで、大多数の県民の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、

上記 3-2-1と同様に、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施も含め、強度の高いまん延防止対

策を講ずる。 （健康医療福祉部）

90

⑤まん延防止

3-2-2-2. 病原性が高く、感染性が高くない場合

　り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが比較的緩やかである場合

は、基本的には上記 3-1-1の患者や濃厚接触者への対応等を徹底することで感染拡大の防止を目指

す。

　それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防止等重点措置や緊急事態

措置の実施を検討する。 （健康医療福祉部）

91
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⑤まん延防止

3-2-2-3. 病原性が高くなく、感染性が高い場合

　り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、基本的には、上記 3-1

に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施しつつ、宿泊療養や自宅療養等の体制を確保

するとともに、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで対応す

る。

　上記の対策を行ってもなお、地域において医療のひっ迫のおそれが生じた場合等については、県が

当該状況の発生について公表し、更なる感染拡大防止への協力を呼び掛けるとともに国に必要な支援

を要請する。

　それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防止等重点措置や緊急事態

措置の実施を検討する。 （健康医療福祉部）

92

⑤まん延防止

3-2-2-4. こどもや若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合

　こどもや高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾向がある等の特定の

グループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は、そのグループに対する重点的な感染症対

策の実施を検討する。

　例えば、こどもが感染・重症化しやすい場合については、学校や保育所等における対策がこどもに

与える影響にも留意しつつ、対策を実施するとともに、保護者や同居者からの感染リスクにも配慮し

た対策を講ずる。また、こどもの生命及び健康を保護するため、地域の感染状況等に応じて、 上記3-

1-3-6の学級閉鎖や休校等の要請を行う。それでも地域の感染状況が改善せず、こどもの感染リスク

及び重症化リスクが高い状態にある場合等においては、学校施設等の使用制限等89を講ずることによ

り、学校等における感染拡大を防止することも検討する。 （総務部、こども家庭部、健康医療福祉

部、教育委員会、関係部局）

93

⑤まん延防止

3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期

　ワクチンや治療薬の開発や普及により、感染拡大に伴うリスクが低下したと認められる場合は、上

記 3-1に記載した対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な

感染症対策への速やかな移行を検討する。

　なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、そのリスクに応じて、上記 3-

2-2に記載した考え方に基づき対策を講ずる。ただし、そのような場合においても、対策の長期化に

伴う県民生活や県民経済活動への影響を勘案しつつ検討を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期においては、有識者、専門家、医療機関等

の意見、県内のリスク評価、国の方針等を踏まえて、対策の長期化に伴う県民生活や県民経済活動

への影響を勘案しながら、まん延防止対策について、青森県新型インフルエンザ等対策本部におい

て、柔軟かつ機動的に必要な見直しを行う。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

94

⑤まん延防止

3-2-4. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

　県は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ、病原体の変異や次の感染症

危機に備えた対策の改善等を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、関係機関、有識者、専門家、医療機関等の意見等を踏まえて青森県新型インフルエンザ等

対策本部において、これまでのまん延防止対策についての評価を行い対策を見直し、これに基づき

青森県感染症予防計画や新型インフルエンザ等対策青森県行動計画等に反映させる。（健康医療福

祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

95

⑤まん延防止

3-3. まん延防止等重点措置・緊急事態措置の実施の要請の検討

　上記3-2の考え方に基づき対応するに当たり、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施の検

討については、以下の①から③までのとおりとする。なお、これらの措置の実施に係る手続等につい

ては、第１章第３節（「実施体制」における対応期）3-2の記載を参照する。

　県は、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置の実施に当たっては、次の事項に配慮する。（健

康医療福祉政策課、保健衛生課）
96
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①　県は、地域の感染状況や医療のひっ迫状況等の情報に基づき、リスク評価を行い、まん延防止等

重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請するか検討する。（健康医療福祉部）

②　国は、JIHS 及び都道府県等と緊密に連携し、JIHS 等から得られる科学的知見や都道府県の医療

提供体制の状況等を勘案しつつ、 新型インフルエンザ等の発生状況や患者の発生動向の推移、病床使

用率や外来のひっ迫状況、重症化率等に基づき、医療の提供に支障が生じるおそれがある又は生じて

いることからこれらの措置が必要であると認められる場合は、まん延防止等重点措置の公示又は緊急

事態宣言を行う。

　その際、国は、消費の状況、メンタルヘルスや社会不安に関する情報等、国民生活及び国民経済活

動に関する指標等についてもその推移を含めて確認し、対策の効果と、国民生活及び国民経済活動に

与える影響を総合的に勘案し、これらの措置を講ずる必要があると認められる期間及び区域、業態等

について、まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言を行う。

　県は、地域の感染状況や医療のひっ迫状況等の情報に基づき、新型インフルエンザ等対策青森県

有識者会議等の意見も踏まえながら、まん延防止対策等重点措置や緊急事態措置の実施を国に要請

するかどうかを青森県新型インフルエンザ等対策本部で検討する。（健康医療福祉政策課、保健衛

生課、危機管理局）

　県は、青森県新型インフルエンザ等対策本部で必要と認めた場合には、国にまん延防止対策等重

点措置又は緊急事態措置の実施を国に要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理

局）
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③　県は、以下のそれぞれの時期において、主に以下の点に留意して、これらの措置の必要性や内容

を判断する。 （健康医療福祉部）

（ア） 封じ込めを念頭に対応する時期

　科学的知見が不十分と考えられる状況であっても、医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められ

る場合には、当該状況にあることを県民等に情報提供・共有しつつ、まん延防止等重点措置や緊急事

態措置の要請も含め、必要な対策を検討し、迅速に実施する。

（イ） 病原体の性状等に応じて対応する時期

　医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる地域において、JIHS等から提供される科学的知見

に基づき、措置の効果と、県民生活及び県民経済活動に与える影響を総合的に勘案した上で、必要最

小限と考えられる期間及び区域、業態等に対して措置を講ずる。

（ウ） ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期

　上記（イ）と同様に措置を講ずるが、重症化等のリスクが低下したことを踏まえ、対策の長期化に

伴う県民生活や県民経済活動への影響をより重視しながら、措置を講ずる期間及び区域、 業態等を検

討する。

98

第６章 ワク

チン

第１節 準備

期

99

⑥ワクチン

1-1. ワクチンの研究開発に係る人材の育成及び活用

　県及び保健所設置市は、大学等の研究機関に必要な協力を行う。また、県及び保健所設置市は、国

及び JIHS が育成した人材について、キャリア形成の支援等を通じて積極的に活用することにより、

研究を推進する医療機関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中核病院や感染症指

定医療機関等における研究開発の実施体制の強化に必要な協力を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、国やJIHS等の要請に基づき、人材の育成や活用に必要な協力を行う。（保健衛生課、保健

所、衛生研究所）
100

⑥ワクチン

1-2. ワクチンの流通に係る体制の整備

　県は、国の要請に応じて、市町村、県医師会、県卸売販売業者団体等と連携し、ワクチンの円滑な

流通を可能とするため、以下（ア）から（ウ）までの体制を構築する。（健康医療福祉部）

（ア） 管内の卸売販売業者や医療機関等の在庫状況等を迅速に把握することが可能な体制

（イ） ワクチンの供給の偏在があった場合の卸売販売業者の在庫に係る融通方法

（ウ） 市町村との連携の方法及び役割分担

　県は、青森県感染症対策連携協議会等を活用し、関係団体等とのワクチンの円滑な流通を可能と

する体制の構築を進める。（保健衛生課）
101

⑥ワクチン

1-3. 特定接種90にかかる事業者の登録等

　県及び市町村は、国が進める特定接種対象者の登録及び登録に係る周知に協力する。（健康医療福

祉部）

　県は、国の要請に基づき特定接種対象者の登録等について関係団体や機関等に周知する。（保健

衛生課）
102

⑥ワクチン

1-4. 接種体制の構築

1-4-1. 接種体制

　国は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに接種体制が構築できるよう接種会場や接種に携

わる医療従事者の確保、接種の優先順位の考え方等について整理する。市町村又は県は、医師会等の

関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から

行う。 （健康医療福祉部）

　県は、市町村が行う訓練等を支援する。（保健衛生課）

　県は、臨時接種等を行う体制を構築する場合には、市町村に準じて必要な準備を進める。（保健

衛生課）

103
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1-4-2. 特定接種

　新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、当該地方公務員の所属する県又

は市町村を実施主体として、原則として集団的な接種により接種を実施することとなるため、接種が

円滑に行えるよう準備期から接種体制の構築を図ることが求められる。 特に登録事業者のうち国民

生活・国民経済安定分野の事業者については、接種体制の構築を登録要件とする。 （健康医療福祉

部、関係部局）

　特定接種の対象となる事業者を登録する際には、接種体制の構築を登録要件とする。（保健衛生

課）
104

⑥ワクチン

1-4-3. 住民接種

　市町村又は県は、平時から以下（ア）から（ウ）までのとおり迅速な予防接種等を実現するための

準備を行う。

（ア） 市町村又は県は、国等の協力を得ながら、当該市町村内又は県内に居住する者に対し、速や

かにワクチンを接種するための体制の構築を図る。（健康医療福祉部）

（イ） 市町村又は県は、円滑な接種の実施のため、国が構築するシステムを活用して医療機関と委託

契約を結ぶ等、 居住する市町村又は県以外の地方公共団体における接種を可能にするよう取組を進め

る。（健康医療福祉部）

（ウ） 市町村又は県は、速やかに接種できるよう、医師会等の医療関係者や学校関係者等と協力

し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約等の接種の具体的な

実施方法について準備を進める。（健康医療福祉部、関係部局）

　県は、市町村が行う迅速な予防接種等を実現するための準備に必要な協力をする。（保健衛生

課）
105

⑥ワクチン 第２節 初動 106

⑥ワクチン

2-1. 接種体制

2-1-1. 早期の情報収集

　市町村及び県は、国が早期に行うワクチンの供給量、必要な資材等、接種の実施方法、必要な予算

措置等の情報を収集する。 （健康医療福祉部）

　県は、予防接種の実施に係る情報を収集し、各市町村に情報提供する。（保健衛生課） 107

⑥ワクチン

2-1-2. 接種体制の構築

　市町村又は県は、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種体制の構築を行う。 （健

康医療福祉部、関係部局）

　県は、市町村が行う予防接種体制の構築に必要な協力をする。（保健衛生課） 108

⑥ワクチン

2-1-3. 接種に携わる医療従事者の確保に係る検討

　国及び県は、予防接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対して必要な協力の要

請又は指示を行う。また、接種に携わる医療従事者が不足する場合等においては、歯科医師や診療放

射線技師等に接種を行うよう要請することを検討する。 （健康医療福祉部）

　県は、市町村が行う医療関係者への協力要請等に必要な協力をする。（保健衛生課）

　県は、接種に携わる医療従事者が不足する場合には、歯科医師や診療放射線技師等に接種を行う

よう要請することを青森県新型インフルエンザ等対策本部や青森県新型インフルエンザ等医療対策

会議等で検討する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

109

⑥ワクチン 第３節 対応期 110

⑥ワクチン

3-1. ワクチン等の流通体制の構築

　県は、国の要請に基づき、ワクチン等を円滑に流通できる体制の構築に努める。（健康医療福祉

部）

　県は、国の要請に基づき、ワクチンを円滑に流通できる体制について、青森県新型インフルエン

ザ等対策本部本部や青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等での検討に基づき、体制を構築す

る。（保健衛生課、健康医療福祉政策課、危機管理局）

111

⑥ワクチン
3-2. 接種体制

　市町村又は県は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。（健康医療福祉部）
　県は、市町村が行う予防接種に必要な協力をする。（保健衛生課） 112

⑥ワクチン

3-2-1. 特定接種

　国において特定接種の実施が決定された場合は、県及び市町村は、国と連携し、 新型インフルエ

ンザ等対策の実施に携わる地方公務員の対象者に集団的な接種を行うことを基本として、本人の同意

を得て特定接種を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国が特定接種の実施を決定した際には、国と連携し、医療関係者等の協力も得ながら特定

接種を行う。（総務部、保健衛生課）

　県は、市町村が行う特定接種に必要な協力をする。（保健衛生課）

113
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⑥ワクチン

3-2-2. 住民接種

3-2-2-1. 予防接種の準備

　市町村又は県は、国の定める接種順位に基づき、接種体制の準備を行う。（健康医療福祉部）

3-3-2-2. 予防接種体制の構築

　市町村又は県は、国の要請に基づき、具体的な接種体制の構築を進める。（健康医療福祉部）

　県は、市町村が行う住民接種の準備に必要な協力をする。（保健衛生課） 114

⑥ワクチン

3-2-2-3. 接種に関する情報提供・共有

　市町村又は県は、予約受付体制を構築し、接種を開始する。また、市町村又は県は、国の要請に基

づき、国に対し接種に関する情報提供を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国の要請に基づき、県内での接種に関する情報を国に提供する。（保健衛生課） 115

⑥ワクチン

3-2-2-4. 接種体制の拡充

　市町村又は県は、感染状況を踏まえ、必要に応じて保健センター等を活用した医療機関以外の接種

会場の増設等を検討する。また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が困難な者が接種を受

けられるよう、 県又は市町村の介護保険部局等や医師会等の関係団体と連携し、接種体制を確保す

る。（健康医療福祉部）

　県は、市町村が行う医療機関以外の接種会場の増設や社会福祉施設の入所者等への接種体制の構

築に必要な協力をする。（保健衛生課）
116

⑥ワクチン

3-2-2-5. 接種記録の管理

　国、 県及び市町村は、 相互に接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、また、接種を受けた

者が当該接種に係る記録を閲覧できるよう、準備期に整備したシステムを活用し、 接種記録の適切

な管理を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、市町村が行う接種記録の管理に必要な協力をする。（保健衛生課） 117

12/34



行動計画 改定素案 行番号

⑥ワクチン

3-3. 情報提供・共有

　市町村又は県は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、副反応疑い報告や健康被

害救済申請の方法等）に加え、国から情報提供・共有される最新の科学的知見や海外の動向等の情報

を含むワクチンの安全性などの予防接種に係る情報や適切な安全対策について、 県民等への適切な

情報提供・共有を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、市町村が行う予防接種に係る県民への情報提供・情報共有に必要な協力をする。（保健衛

生課）

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分 R7.1.31会議資料2 No.31）

　県は、ＨＰ等の県の広報媒体や相談窓口等を活用し、報道機関の協力を得て県民が正しい情報に

基づき予防接種について判断できるよう、国が示す科学的知見に基づくワクチンの安全性などの必

要な情報提供・共有を行う。（保健衛生課）

118

第７章 医療

第１節 準備

期

119

第７章 医療

第１節 準備

期

120

⑦医療

1-1. 基本的な医療提供体制

①　県が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、管内の保健所とも有事の役割分担を

あらかじめ整理した上で、下記 1-1-1から1-1-7までに記載した相談センター、感染症指定医療機

関、病床確保を行う協定締結医療機関、外来診療を行う協定締結医療機関、自宅療養者等への医療の

提供を行う協定締結医療機関、後方支援を行う協定締結医療機関、医療人材の派遣を行う協定締結医

療機関等の多数の施設や関係者を有機的に連携させることにより、住民等に対して必要な医療を提供

する。（健康医療福祉部）

②　県は、国が有事に示す、患者の医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等に係る症状や重症化リ

スク等に応じた振り分けの基準に基づき、 患者の状態に応じた適切な感染症医療を提供できるよう

機動的な運用を行う。（健康医療福祉部）

③　上記の有事の医療提供体制を平時から準備することで、 感染症危機において感染症医療及び通

常医療を適切に提供する。（健康医療福祉部）

④　県は、有事において、協定締結医療機関の確保病床数や稼働状況、病床使用率、重症者用病床使

用率、外来ひっ迫状況、救急搬送困難事案数等の情報を把握し、入院や搬送等の必要な調整を実施す

ることができるよう、地域における有事の司令塔機能を果たす部局を平時から明確化し、体制整備を

行う。 （健康医療福祉部）

　県は、青森県感染症対策連携協議会、新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議等を活用し、

以下の関係機関等の有事の役割分担を整理し、有事には県民などに対して必要な医療を提供する。

（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

（社会対応版の実施体制を参照）

　保健所は、地域新型インフルエンザ等対策協議会等を活用し、地域における関係機関等と連携し

て有事に患者等に医療を提供するための体制を構築する。（保健所）

121

⑦医療

1-1-1. 相談センター

　県及び保健所設置市は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した段階で、早期に相談セ

ンターを整備する。相談センターは、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、

受診先となる感染症指定医療機関等の案内を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した時点で、早期に保健所に相談センター

を整備する。（保健衛生課）

　相談センターは、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、国が示す症例定

義等を踏まえて感染症指定医療機関等での受診の調整を行う。（保健所）

122

⑦医療

1-1-2. 感染症指定医療機関

　新たな感染症が発生した場合は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前は、感染症

指定医療機関が中心となって対応する。その後も、感染症指定医療機関は、地域の感染症医療提供体

制の中核として役割を果たす。 （健康医療福祉部、病院局）

　県は、国による公表前においては、主に感染症指定医療機関と連携して県民等に医療を提供す

る。（保健衛生課、病院局）
123
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⑦医療

1-1-3. 病床確保を行う協定締結医療機関（第一種協定指定医療機関）

　病床確保を行う協定締結医療機関は、平時に県と締結した協定に基づき、県からの要請に応じて、

病床を確保し、入院医療を提供する。新型インフルエンザ等の流行初期（新型インフルエンザ等感染

症等に係る発生等の公表から約３か月を想定。以下この章において同じ。 ）においては、流行初期

医療確保措置の対象となる協定締結医療機関（以下「流行初期医療確保措置協定締結医療機関」とい

う。）が対応を行い、その後順次その他の協定締結医療機関も対応を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、国の方針を踏まえて青森県新型インフルエンザ等対策本部で必要と判断した場合には、病

床を確保するため、医療措置協定を締結した医療機関に病床確保を要請する。（健康医療福祉政策

課、保健衛生課、危機管理局）

　県は、県内での流行状況及び保健所の意見等を踏まえて、感染症指定医療機関に加えて、流行初

期医療確保措置協定締結医療機関に、その後、順次その他の協定締結医療機関に対応を要請してい

くものとする。（保健衛生課）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　県は、保健所を中心として、平時から、地域新型インフルエンザ等対策協議会を活用するなどし

て、地域の協定締結医療機関への要請方法等について協議しておくものとする。（保健衛生課）

124

⑦医療

1-1-4. 外来診療を行う協定締結医療機関（第二種協定指定医療機関）

　外来診療を行う協定締結医療機関は、平時に県と締結した協定に基づき、県からの要請に応じて、

全国的に検査の実施環境が整備される中で、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、

プレハブ、簡易テント、駐車場等で診療する場合を含む。）を設け、発熱患者の診療を行う。新型イ

ンフルエンザ等の流行初期においては、流行初期医療確保措置協定締結医療機関が対応を行い、その

後順次その他の協定締結医療機関も対応を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国の方針を踏まえて青森県新型インフルエンザ等対策本部で必要と判断した場合には、外

来診療を確保するため、医療措置協定を締結した医療機関に外来診療の提供を要請する。（健康医

療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

　県は、県内での流行状況及び保健所の意見等を踏まえて、感染症指定医療機関に加えて、流行初

期医療確保措置協定締結医療機関に、その後、順次その他の協定締結医療機関に対応を要請してい

くものとする。（保健衛生課）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　県は、保健所を中心として、平時から、地域新型インフルエンザ等対策協議会を活用するなどし

て、地域の協定締結医療機関への要請方法等について協議しておくものとする。（保健衛生課）

125

⑦医療

1-1-5. 自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関（第二種協定指定医療機関）

　自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関は、平時に県と締結した協定に基づき、県か

らの要請に応じて、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所において、自宅療養者、宿泊療養者及び

高齢者施設等における療養者に対して、往診、電話・オンライン診療、調剤・医薬品等交付・服薬指

導、訪問看護等を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、国の方針等を踏まえて、新型インフルエンザ等の患者等に対して自宅、宿泊療養所又は高

齢者施設等における療養を要請する場合には、自宅療養者等への医療の提供に係る協定を締結した

医療機関に協定に基づく医療の提供を要請する。（保健衛生課）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　県は、保健所を中心として、平時から、地域新型インフルエンザ等対策協議会を活用するなどし

て、地域の協定締結医療機関への要請方法等について協議しておくものとする。（保健衛生課）

126

⑦医療

1-1-6. 後方支援を行う協定締結医療機関

　後方支援を行う協定締結医療機関は、平時に県と締結した協定に基づき、県からの要請に応じて、

新型インフルエンザ等以外の患者や新型インフルエンザ等から回復後の患者の受入れを行う。 （健康

医療福祉部）

　県は、国の方針等を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部で必要と判断した場合に

は、後方支援を行う病床を確保するため、医療措置協定を締結した医療機関に、新型インフルエン

ザ等以外の患者や新型インフルエンザ等から回復後の患者の受入れを要請する。（健康医療福祉政

策課、保健衛生課、危機管理局）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　県は、保健所を中心として、平時から、地域新型インフルエンザ等対策協議会を活用するなどし

て、地域の協定締結医療機関への要請方法等について協議しておくものとする。（保健衛生課、保

健所）

127

⑦医療

1-1-7. 医療人材の派遣を行う協定締結医療機関

　医療人材の派遣を行う協定締結医療機関は、平時に県と締結した協定に基づき、県からの要請に応

じて、新型インフルエンザ等に対応するため、医療人材を医療機関等に派遣する。 （健康医療福祉

部）

　県は、国の方針等を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部で必要と判断した場合に

は、医療人材の派遣に係る協定を締結した医療機関に、医療人材の派遣を要請する。（健康医療福

祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

128
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行動計画 改定素案 行番号

⑦医療

1-2. 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備

①　県は、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の目標値を設定するとともに、地域の医療機

関等の役割分担を明確化し、新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制を整備する。県

は、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関との間で、病床確保、外来診療、自宅療養者等への医

療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協定を締結する。（健康医療福祉部）

②　県及び保健所設置市は、民間宿泊事業者等との間で協定の締結を進めて宿泊療養施設の確保を行

いつつ、対応期において軽症者等を受け入れる場合の運営の方法等について事前に周知を行う。（健

康医療福祉部）

　県は、青森県感染症予防計画に基づく医療提供体制を確保するため、青森県感染症対策連携協議

会等を活用し関係団体や医療機関等と連携して取り組んでいく。（保健衛生課）

　県は、宿泊療養施設について、事前に中核市や関係団体等と運営方法等について協議する。（保

健衛生課）

129

⑦医療

1-3. 研修や訓練の実施を通じた人材の育成等

①　県、保健所設置市及び医療機関は、国や JIHS が行う研修や訓練等を通じて、 人工呼吸器や

ECMO等を扱う医療人材や感染症専門人材の育成を推進する。 （健康医療福祉部）

②　県は、災害・感染症医療業務従事者等の医療人材の派遣を行う医療機関との間で協定を締結する

とともに、医療機関、医療人材（災害・感染症医療業務従事者を含む。）、消防機関、医療機関清掃

従事者等の研修や訓練を実施し、 研修や訓練の結果を国へ報告する。 （健康医療福祉部、関係部

局）

　県は、国やJIHSが行う研修や訓練等を活用して、人工呼吸器やECMO等を扱う医療人材、感染症

専門人材及び災害・感染症医療業務従事者（ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ・災害支援ナース）等の医療人材

の育成を推進する。（医療薬務課、保健衛生課、障害福祉課）

130

⑦医療

1-4. 医療機関の設備整備・強化等

①　県は、新型インフルエンザ等の対応を行う感染症指定医療機関及び協定締結医療機関について、

施設整備及び設備整備の支援を行うとともに、準備状況の定期的な確認を行う。（健康医療福祉部）

②　医療機関は、平時から、ゾーニングや個室・陰圧室等の準備状況について定期的な確認を行い、

対応体制の強化を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国庫補助を活用するなどして感染症指定医療機関や協定締結医療機関の施設整備及び設備

整備を支援するとともに、国の求めに応じて準備状況の定期的な確認を行う。（保健衛生課）
131

⑦医療

1-5. 臨時の医療施設等の取扱いの整理

　県は、国による整理を踏まえ、平時から、臨時の医療施設の設置、運営、医療人材確保等の方法に

ついて検討する。 （健康医療福祉部、関係部局）

　県は、国の方針を踏まえて、臨時の医療施設の設置、運営及び医療人材の確保等について関係団

体等と検討をする。（保健衛生課）
132
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行動計画 改定素案 行番号

⑦医療

1-6.連携協議会等の活用

　県は、新型インフルエンザ等が発生した際に対応ができるよう、連携協議会等を活用し、医療機関

や保健所、消防機関、 高齢者施設等との連携を図り、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制

が有事に適切に確保できるよう、相談・受診から入退院までの流れ、入院調整の方法、医療人材の確

保、患者及び症状が回復した者の移動手段、高齢者施設等への医療人材派遣や、高齢者施設等におけ

る重症者対応や集団感染が発生した場合の医療の提供等について整理を行い、随時更新を行う。

　また、県は、これらの整理を踏まえ、必要に応じて感染症法に基づく総合調整権限を活用108しな

がら、医療提供体制の確保を行うことについて、あらかじめ関係機関等と確認する。（健康医療福祉

部、関係部局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会等を活用し、患者等の相談・受診から入退院までの流れ、入

院調整の方法、医療人材の確保、患者及び症状が回復した者の移動手段、高齢者施設等への医療人

材派遣や、高齢者施設等における重症者対応や集団感染が発生した場合の医療の提供の基本的な方

針等について整理する。（保健衛生課）

　保健所は、地域新型インフルエンザ等対策協議会等を活用し、圏域における医療の提供体制を整

理する。（保健所）

133

⑦医療

1-7. 特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保

①　県は、特に配慮が必要な患者109について、患者の特性に応じた受入れについて関係機関等との

連携等の体制確保を行う。（健康医療福祉部）

②　県は、地域によっては、小児や妊産婦等の医療にひっ迫が生じる可能性があることから、そのよ

うな場合の広域的な感染症患者等の移送・他の疾患等の傷病者の搬送手段等について保健所、消防機

関、患者等搬送事業者等との間で、平時から協議を行う。 （健康医療福祉部、危機管理局）

　保健所は、特に配慮が必要な患者の受け入れについて、前項で整理した医療提供体制を活用し必

要な調整を行う体制を構築する。（保健所）

　県は、圏域において特に配慮が必要な患者の受け入れが困難な場合の広域的な対応について、あ

らかじめ保健所、医療機関、消防機関等との間で協議を行う。（保健衛生課）

134

⑦医療 第２節 初動期 135

⑦医療

（２）所要の対応

2-1. 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に関する知見の共有等

　県は、国や JIHS と連携して新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に関する

情報（感染症発生状況、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を含む診

断・治療に関する情報等）について、医療機関や保健所、消防機関、高齢者施設等に周知し、医療機

関はこれらの情報も踏まえ、県からの要請に備えて必要な準備を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、青森県感染症対策連携協議会や新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議等を活用し、

県医師会をはじめとする関係団体の協力を得て、新型インフルエンザ等に位置づけられる可能性が

ある感染症に関する情報について、保健所、医療機関、消防機関及び高齢者施設等に周知するとと

もに、必要な準備を要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

136
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⑦医療

2-2. 医療提供体制の確保等

①　県は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するとともに、保健所、医療機

関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、準備期において連携協議会等で整理した

相談・受診から入退院までの流れを迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、医療機関等情報支

援システム（G-MIS）に確保病床数・稼働状況、病床使用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況

等を確実に入力するよう要請を行う。 （健康医療福祉部）

②　感染症指定医療機関は、患者の受入体制を確保し、患者に適切な医療を提供する。また、医療機

関は、県からの要請に応じて、医療機関等情報支援システム（G-MIS）の入力を行う。（健康医療福

祉部）

③　県は、医療機関に対し、症例定義を踏まえ、受診患者が新型インフルエンザ等に位置付けられる

可能性がある感染症に感染したおそれがあると判断した場合は、直ちに保健所に連絡するよう要請す

る。（健康医療福祉部）

④　県は、市町村と協力し、地域の医療提供体制や医療機関への受診方法等について住民等に周知す

る。 （健康医療福祉部）

　県は、保健所を中心として準備期において整理した患者等の受診体制について迅速に整備する。

保健所においては、地域新型インフルエンザ等対策協議会等を活用し、圏域における医療提供体制

を確保する。（保健衛生課、保健所）

　県は、国の方針等に基づき、医療機関にG-MISへの必要事項を入力するよう要請する。（保健衛

生課）

　県は、国が示す症例定義を踏まえて、新型インフルエンザ等に該当する可能性がある患者が受診

した際には、直ちに保健所に連絡するよう、県医師会等の協力を得て医療機関に要請する。（保健

衛生課）

　県は、市町村等と連携して、地域の医療提供体制や相談センターへの相談方法、医療機関への受

診方法を住民等に周知する。（保健衛生課）

137

⑦医療

2-3. 相談センターの整備

①　県及び保健所設置市は、国の要請に基づき、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相

談に対応する相談センターを整備し、住民等への周知を行い、感染したおそれのある者について、必

要に応じて感染症指定医療機関の受診につなげる。（健康医療福祉部）

②　県は、感染症指定医療機関以外の医療機関に対して、症例定義に該当する有症状者等から相談等

があった場合は、相談センターを通じて感染症指定医療機関の受診につなげるよう要請する。（健康

医療福祉部）

　県は、国の要請に基づき、保健所に相談センターを設置し新型インフルエンザ等に感染した疑い

のある者について、感染症指定医療機関への受診につなげる。（保健衛生課）

　県は、県医師会等の協力を得て、医療機関に対し、症例定義に該当する有症状者等からの相談が

あった場合は、相談センターに連絡するよう要請する。（保健衛生課）

138

⑦医療 第３節 対応期 139

⑦医療

3-1. 新型インフルエンザ等に関する基本の対応

①　県は、国及び JIHS から提供された情報等を医療機関や保健所、消防機関、高齢者施設等に周知

するとともに、国が示した基準も参考としつつ、地域の感染状況や医療提供の状況等を踏まえ、段階

的に医療提供体制を拡充し、医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等への振り分けを行う。県は、

保健所設置市との間で入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて総合調整権限・指示権限を行使

する。（健康医療福祉部、危機管理局）

②　県は、準備期において連携協議会等で整理した医療提供体制等が適切に確保できるよう、感染症

指定医療機関に対して必要な医療を提供するよう要請するとともに、協定締結医療機関に対して準備

期に締結した協定に基づき必要な医療を提供するよう要請する。（健康医療福祉部）

③　感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、地域の感染症医療提供体制の中核として役割を果た

す。協定締結医療機関は、準備期に県と締結した協定に基づき、県からの要請に応じて、病床確保、

外来診療、自宅療養者等への医療提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。（健康医療福祉部）

④　県は、流行初期に病床確保や外来診療を行う協定締結医療機関に対して、診療報酬の特例措置や

補助金等の財政支援が整備されるまでの一定期間、流行前と同水準の収入を補償する措置を行うとと

もに、感染状況や感染症の特徴等を踏まえ、患者に医療を提供する医療機関等を支援する。（健康医

療福祉部）

　県は、国やJIHSから提供された情報等を、青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等を活用

し、県医師会等の関係団体の協力を得て、保健所、医療機関、消防機関、高齢者施設等に周知す

る。（保健衛生課）

　県は、各圏域の感染状況や医療提供体制の状況及び保健所の意見を踏まえて、協定締結医療機関

に対応を要請するなどして段階的に圏域における医療提供体制を拡充する。保健所においては、国

の方針を踏まえて患者の入院又は宿泊療養等の振り分け等の調整を行う。（保健衛生課、保健所）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　県は、流行初期に医療を提供する流行初期医療確保措置協定締結医療機関に、診療報酬の特例措

置や補助金等の財政支援が整備されるまでの期間、流行前と同水準の収入を保証する措置を行う。

（保健衛生課）

　県は、国庫補助等を活用するなどして、患者に医療を提供する医療機関等を支援する。（保健衛

生課）
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⑦医療

⑤　県は、初動期に引き続き、医療機関に対し、確保病床数・稼働状況、病床使用率、重症者用病床

使用率、外来ひっ迫状況等を医療機関等情報支援システム（G-MIS）に確実に入力するよう要請を行

い、これらの情報等を把握しながら、入院調整を行う。 （健康医療福祉部）

⑥　医療機関は、県からの要請に応じて、医療機関等情報支援システム（G-MIS）の入力を行う。

（健康医療福祉部）

⑦　医療機関は、感染症対策物資等（個人防護具等）の備蓄・配置状況について医療機関等情報支援

システム（G-MIS）に入力を行い、感染症対策物資等が不足することが予見される場合は医療機関等

情報支援システム（G-MIS）を通じて県へ報告を行う。県は、国等と連携し、医療機関の求めに応じ

感染症対策物資等を提供する体制を構築する。（健康医療福祉部）

⑧　県及び保健所設置市は、民間搬送事業者等と連携して、患者及び症状が回復した者について、自

宅、外来診療、入院医療機関、宿泊療養施設等の間での移動手段を確保する。また、住民等に対し、

症状が軽微な場合における救急車両の利用を控える等、救急車両の適正利用について周知する。（健

康医療福祉部、危機管理局）

⑨　県は、外来診療以外の医療機関に対して、患者からの相談に応じて相談センター又は受診先とし

て適切な外来診療を案内するよう要請する。（健康医療福祉部）

　県は、国の方針に基づき、医療機関にG-MISへの確実な入力を要請する。（保健衛生課）

　県及び保健所は、G-MISのデータ等を参考にしながら、必要な入院調整や感染症対策物資等の提

供等を行う。（保健衛生課、保健所）

　県は、県と包括連携協定を締結した団体等と連携するなどして、患者及び症状が回復した者の移

動手段を外部委託することを検討する。（保健衛生課）

　県は、ＨＰ等の広報媒体を活用し、報道機関の協力を得て、県民等に対し適切な受診行動を周知

する。（保健衛生課）

　県は、外来診療（発熱外来）以外の医療機関に対して、青森県新型インフルエンザ等医療対策会

議等を活用し、県医師会等の関係団体の協力を得て、患者等からの相談に応じて、相談センターを

紹介するなど適切な外来診療につなげるよう要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

141

⑦医療

⑩　県は、特に配慮が必要な患者について、患者の特性に応じた受入れ医療機関の設定及び病床の確

保や、関係機関等との連携等の体制確保を行う。（健康医療福祉部）

⑪　県は、市町村と協力し、地域の医療提供体制や、相談センター及び受診先となる外来診療の一覧

等を含め医療機関への受診方法等について住民等に周知する。 （健康医療福祉部）

⑫　県は、新型インフルエンザ等対策に関わる医療従事者に生じ得る心身への影響を考慮し、状況に

応じたローテーション制の導入、休暇の確保、メンタルヘルス支援等の必要な対策を講ずるよう、医

療機関に対し要請する。（健康医療福祉部）

　保健所は、圏域ごとに、特に配慮が必要な患者について、関係機関と連携して必要な医療を提供

する。（保健衛生課、保健所）

　県は、市町村と協力して、医療機関への正しい受診方法について周知する。（保健衛生課）

　県は、県医師会等の関係団体や青森県新型インフルエンザ等医療対策会議や地域新型インフルエ

ンザ等対策協議会等を通じて、新型インフルエンザ等対策に関わる医療従事者に生じ得る心身への

影響を考慮し、状況に応じたローテーション制の導入、休暇の確保、メンタルヘルス支援等の必要

な対策を講ずるよう医療機関に要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）
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⑦医療

3-2. 時期に応じた医療提供体制の構築

3-2-1. 流行初期

3-2-1-1. 協定に基づく医療提供体制の確保等

①　感染症指定医療機関に加えて、流行初期医療確保措置協定締結医療機関においても、患者に適切

な入院医療及び外来医療を提供する体制を確保するよう国から要請があった場合は、県はこれに応じ

た所要の対応を行う。（健康医療福祉部）

②　感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、地域の感染症医療提供体制の中核として役割を果た

す。流行初期医療確保措置協定締結医療機関は、準備期に県と締結した協定に基づき、県からの要請

に応じて、病床確保又は外来診療を行う。 （健康医療福祉部）

③　県は、医療機関に対し、症例定義を踏まえ、受診患者を新型インフルエンザ等の患者又は疑似症

患者と判断した場合は、直ちに保健所に届け出るよう要請する。 （健康医療福祉部）

④　医療機関は、症例定義を踏まえ、受診患者を新型インフルエンザ等の患者又は疑似症患者と判断

した場合は、直ちに保健所に届出を行う。（健康医療福祉部）

⑤　県、保健所設置市及び保健所は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調

整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う流行初期医療確保措置協定締

結医療機関に当該患者を移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整

備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。なお、 県は、 保健所設置

市との間で入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて総合調整権限・指示権限を行使する。

（健康医療福祉部）

　県は、国から感染症指定医療機関に加えて流行初期医療確保措置協定締結医療機関においても医

療を提供する体制を確保するよう要請があった場合は、青森県感染症対策連携協議会や地域新型イ

ンフルエンザ等対策協議会等を活用し、保健所からの意見を踏まえて、流行初期医療確保措置協定

締結医療機関に医療の提供を要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　県は、県医師会や関係団体等を通じ、医療機関に対し、症例定義を踏まえて、受診患者を新型イ

ンフルエンザ等の患者又は疑似症患者と判断した場合は、直ちに保健所に届け出るよう要請する。

（保健衛生課）

　保健所は、新型インフルエンザ等の患者が発生したら、迅速に自ら又は地域新型インフルエンザ

等対策協議会等で入院調整を行い、感染症法に基づき患者に医療を提供する医療機関に受診させ

る。入院調整に当たっては、地域新型インフルエンザ等対策協議会等の活用等により医療機関と適

切に連携して対応する。（保健所）
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⑦医療

⑥　県は、地域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、3-3②の臨時の医療施設

を設置する場合を想定し、必要に応じて迅速に設置することができるよう、準備期に整理した臨時の

医療施設の設置、運営、医療人材確保等の方法を確認し、所要の準備を行う。（健康医療福祉部）

　県は、事前の準備に基づき、地域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ迫度合いを踏まえて、

青森県新型インフルエンザ等対策本部、青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等において臨時

の医療施設の設置を検討する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

144

⑦医療

3-2-1-2. 相談センターの強化

　県及び保健所設置市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、住民等への周知

を行い、感染したおそれのある者について、速やかに外来診療の受診につなげる。（健康医療福祉

部）

　県は、相談センターにおける対応状況を踏まえてその体制の強化を検討し、必要に応じて、相談

センターへの相談方法等を住民等に周知する。（保健衛生課）
145
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⑦医療

3-2-2. 流行初期以降

3-2-2-1. 協定に基づく医療提供体制の確保等

①　県は、地域の感染状況を踏まえ、必要に応じて、協定締結医療機関に対して、病床確保、外来診療、自宅

療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行うよう要請する。その際、病床確保について、ま

ずは、協定締結医療機関のうち公的医療機関等が中心となった対応とし、その後３か月程度を目途に、順次速

やかに、対応する協定締結医療機関を拡大していく等、地域の実情に応じて段階的に医療提供体制を拡充す

る。（健康医療福祉部）

②　協定締結医療機関は、準備期に県と締結した協定に基づき、県からの要請に応じて、病床確保、外来診

療、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。 （健康医療福祉部）

③　県、保健所設置市及び保健所は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行

い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う協定締結医療機関に当該患者を移送する。入

院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と

適切に連携して対応する。なお、県は、保健所設置市等との間で入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じ

て総合調整権限・指示権限を行使する。 （健康医療福祉部）

④　県は、病床使用率が高くなってきた場合には、国が示す判断の指標に基づき基礎疾患を持つ患者等の重症

化する可能性が高い患者を優先的に入院させるとともに、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体

制を強化する。また、症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関への転院を進める。（健

康医療福祉部）

⑤　県は、必要に応じて、医療人材の派遣を行う協定締結医療機関に対して、災害・感染症医療業務従事者等

の医療人材の医療機関等への派遣を要請する。（健康医療福祉部）

⑥　県及び保健所設置市は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じて症状の状態等を把握す

るため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素飽和度の測定等を行う体制を確保する。（健康医療福祉部）

　県は、圏域の流行状況を踏まえて、地域新型インフルエンザ等対策協議会での議論や保健所の意

見を踏まえて、必要に応じて協定締結医療機関に対して協定内容の実行を要請する。（保健衛生

課）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

　保健所は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に必要な入院調整等を行い、感

染症法に基づき患者に医療を提供する医療機関を受診させる。入院調整に当たっては、地域新型イ

ンフルエンザ等対策協議会等を活用し医療機関と適切に連携して対応する。 （保健所）

　保健所は、圏域の病床使用率が高まってきた場合には、国が示す判断の指標に基づき重症化する

恐れの高い患者等を優先的に入院させるものとする。（保健所）

　県は、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制の強化や後方支援を行う医療機関へ

の転院を進めるため、地域新型インフルエンザ等対策協議会や保健所の意見を踏まえて、協定を締

結した医療機関等に対応を要請する。また、必要に応じて、医療人材の派遣に係る協定を締結した

医療機関に対し、災害・感染症医療業務従事者等の医療人材の医療機関等への派遣を要請する。

（保健衛生課）

　県は、自宅療養及び宿泊療養施設等において、患者の状態等を把握するため、パルスオキシメー

ターによる経費的酸素飽和度の測定等を行う体制を確保する。（保健衛生課）

146

⑦医療
3-2-2-2. 相談センターの強化

　上記3-2-1-2 の取組を継続して行う。 （健康医療福祉部）
　県は、相談センターにおける対応状況を踏まえてその体制の強化を検討する。（保健衛生課） 147

⑦医療

3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期

　県は、 国から相談センターを通じて外来診療の受診につなげる仕組みから、有症状者が外来診療

を直接受診する仕組みに変更するよう要請があった場合は、当該要請に応じて所要の措置を講ずると

ともに、市町村と協力して、住民等への周知を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国から、有症者が相談センターを通じて外来診療（発熱外来）の受診につなげる仕組みか

ら外来診療（発熱外来）に直接受診する仕組みに変更するよう要請があった場合には、新型インフ

ルエンザ等対策青森県専門家会議等の意見を踏まえて青森県新型インフルエンザ等対策本部におい

て体制の変更を決定し、関係団体等を通じて医療機関に周知するとともに、市町村と協力して県民

に周知する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

148

⑦医療

3-2-4. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

　県は、国と連携し、新型インフルエンザ等発生前における通常の医療提供体制に段階的に移行す

る。 （健康医療福祉部）

　県は、国の方針に基づき、通常の医療提供体制に段階的に移行することについて、新型インフル

エンザ等対策青森県専門家会議等の意見を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部で決定

する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

149

⑦医療

3-3. 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制を上回るおそれがある場合の対応方針

　県は、 上記3-1及び3-2の取組では対応が困難となるおそれがあると考えられる場合は、必要に応

じて、以下①から③までの取組を行う。

①　県は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ迫する場合等の準備期に整備する体制を超える

感染拡大が発生するおそれのある場合は、他の医療機関や他の地域と連携して柔軟かつ機動的に対応

するよう、広域の医療人材派遣や患者の移送等の調整を行う。県は、必要に応じて総合調整権限・指

示権限を行使する。（健康医療福祉部）

②　県は、医療機関等情報支援システム（G-MIS）の情報を参考に、地域の感染の拡大状況や医療提

供体制のひっ迫状況等を踏まえ、必要に応じて、臨時の医療施設を設置して医療の提供を行う。（健

康医療福祉部）

　県は、前記の取組では対応が困難となるおそれがあると判断した場合には、必要に応じて以下の

取組を行うことについて、新型インフルエンザ等対策青森県専門家会議等の意見を踏まえて、青森

県新型インフルエンザ等対策本部で決定する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

①圏域を越えた連携の調整

②臨時の医療施設の設置

③その他必要と認める措置

150
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⑦医療

③　県は、上記の①及び②の対応を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ

がある場合は、以下（ア）から（ウ）までの対応を行うことを検討する。（健康医療福祉部）

（ア）第５章第３節（「まん延防止」における対応期）3-1-2 及び3-1-3の措置を講ずること。

（イ）適切な医療の提供が可能となるまでの間、通常医療も含め重症度や緊急度等に応じた医療提供

について方針を示すこと。

（ウ）対応が困難で緊急の必要性がある場合は、医療関係者に医療の実施の要請122等を行うこと。

　県は、まん延防止等に係る県民への要請やまん延防止重点措置又は緊急事態措置の国への要請等

において、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合は、以下の対応を行うこと

を検討する。（保健衛生課）

・通常医療も含め重症度や緊急度等に応じた医療提供についての方針を示すこと

・対応が困難で緊急の必要性がある場合は、医療関係者に医療の実施を要請すること

151

第８章 治療

薬・治療法

第１節 準備

期

152

⑧治療薬・治

療法

1-1. 研究開発体制の構築への協力

　県は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、国及び研究機関と連携し、 管内の感染

症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

1-2. 基礎研究及び臨床研究等の人材育成

　県及び保健所設置市は大学等の研究機関に必要な協力を行う。

　また、県及び保健所設置市は、国及び JIHS が育成した人材について、キャリア形成の支援等を通

じて積極的に活用することにより、研究を推進する医療機関や研究機関等との連携ネットワークに参

画する臨床研究中核病院や感染症指定医療機関等における臨床研究等の実施体制の強化に必要な協力

を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国や研究機関からの要請に基づき、臨床研究の実施に必要な協力を行う。（保健衛生課）

　県は、国やJIHSからの要請に基づき、臨床研修等の実施体制の強化に必要な協力を行う。（保健

衛生課）

153

⑧治療薬・治

療法

1-3. 治療薬・治療法の活用に向けた整備

1-3-1. 医療機関等への情報提供・共有体制の整備

　県は、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症指定医療機関や協定締結医療機関等で、国及び

JIHS が示す情報等に基づき治療薬・治療法を使用できるよう、医療機関等と体制を構築するととも

に、医療機関における実施体制を定期的に確認する。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSが示す情報等に基づき治療薬・治療法を使用できるよう、青森県感染症対策連

携協議会等を活用し、県医師会等の関係団体の協力を得て医療機関と情報を共有するとともに、必

要に応じて医療機関における実施体制を確認する。（保健衛生課）

154

⑧治療薬・治

療法

1-3-2. 感染症危機対応医薬品等の備蓄及び流通体制の整備

　県は、抗インフルエンザウイルス薬について、国が定める基準を踏まえ、計画的に備蓄する。（健

康医療福祉部）

　県は、国の方針に従い、抗インフルエンザウイルス薬を計画的に備蓄する。

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分 R7.1.31会議資料2 No.19）

　県は、県民に対して、家庭内で解熱鎮痛剤や咳止め薬などOTC（一般用医薬品）の常備を推奨す

ることについて、ＨＰやＳＮＳ等で周知を図る。（保健衛生課）

155

⑧治療薬・治

療法
第２節 初動期 156

⑧治療薬・治

療法

（２）所要の対応

2-1. 国内外の研究開発動向等の情報収集・分析及び共有

　県は、発生した新型インフルエンザ等に関する治療薬・治療法の国内外の研究開発動向や臨床情報

等について、国及び JIHS と双方向的な情報共有を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等に関する治療薬・治療法の研究開発動向や臨床情報等について、国

及びJIHSと情報共有する。（保健衛生課）
157

⑧治療薬・治

療法

2-2. 治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備

2-2-1. 医療機関等への情報提供・共有

　県は、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症指定医療機関や協定締結医療機関等で、国及び

JIHS が示す診断・治療に資する情報など診療指針等に基づき治療薬・治療法を使用できるよう医療

機関等に情報提供・共有する。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSが示す情報等に基づき治療薬・治療法を使用できるよう、青森県新型インフル

エンザ等医療対策会議等を活用し、県医師会等の関係団体の協力を得て医療機関と情報を共有す

る。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

158
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⑧治療薬・治

療法

2-2-2. 治療薬の配分

　県は、 国が供給量に制限がある治療薬を必要な患者に対して適時に公平な配分を行うことについて

必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国からの要請に基づき、治療薬の配分に必要な協力をする。（保健衛生課） 159

⑧治療薬・治

療法

2-2-3. 治療薬の流通管理及び適正使用

　県は、国が医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用

するよう要請することや、 過剰な量の買い込みをしないこと等、適正な流通を指導することについて

必要な協力を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、国からの要請に基づき、医療機関や薬局に対する新型インフルエンザ等の治療薬を適切に

使用することの要請や買い込みをしないこと等の適切な流通を指導することについて、必要な協力

を行う。（保健衛生課）

160

⑧治療薬・治

療法

2-3. 抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合）

①　県は、抗インフルエンザウイルス薬について、製造販売業者による流通備蓄分を含む備蓄量の把

握を行う。（健康医療福祉部）

②　県は、国が医療機関に対し、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を活用して、患者の同居

者、医療従事者又は救急隊員等、 搬送従事者等に、必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬の予

防投与を行うよう要請することについて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国からの情報等により、必要に応じて県内の卸業者等の協力を得ながら、抗インフルエン

ザウイルス薬について、製造販売業者による流通備蓄分を含む備蓄量を把握する。（保健衛生課）

　県は、国からの要請に基づき、医療機関に対し、国が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬

を活用して予防投与を行うことを要請することについて青森県新型インフルエンザ等医療対策会議

等を活用し、県医師会等の関係団体と連携して、必要な協力を行う。（健康医療福祉政策課、保健

衛生課）

161

⑧治療薬・治

療法

③　県及び保健所設置市は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同居

者等の濃厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露した者に対して、必要に

応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時の対応を指導する。症状が現れた場合は、感

染症指定医療機関等に移送する。（健康医療福祉部）

④　県は、県内での感染拡大に備え、国と連携し、医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイル

ス薬を適切に使用するよう要請する。 （健康医療福祉部）

　保健所は、国の方針に基づき、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザ等患者の濃厚接触者

や、医療従事者又は救急隊員等のうち十分な防御なく暴露した者に対し、抗インフルエンザウイル

スの予防投与や有症時に速やかに保健所に連絡すること等の対応について指導する。（保健所）

　県は、国と連携し、青森県感染症対策連携協議会や青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等

を活用し、関係団体の協力を得て、医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイルス薬を適切に

使用するよう要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

162

⑧治療薬・治

療法
第３節 対応期 163

⑧治療薬・治

療法

（２）所要の対応

3-1. 治療薬の流通管理

①　県は、国が引き続き医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬を

適切に使用するよう要請することや、それらの流通状況を調査し、過剰な量の買い込みをしない等、

適正な流通を指導することについて必要な協力を行う。 （健康医療福祉部）

②　県は、国が医療機関や薬局に対し、対症療法薬を適切に使用するよう要請するとともに、それら

の流通状況を調査し、適正な流通を指導することについて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

③　県は、必要に応じ、国の要請により増産された治療薬を確保する。 （健康医療福祉部）

④　県は、治療薬の安定的な供給が難しいと想定される場合には、準備期に整理した医療機関や薬局

へ円滑に流通させる体制を活用し、必要な患者に対して適時に公平な配分を行う。また、供給が安定

した場合には一般流通による供給に移行する。（健康医療福祉部）

　県は、国からの要請に基づき、医療機関や薬局に対し、新型インフルエンザ等の治療薬を適正に

使用するよう要請することや過剰な量の買い込みをしない等、適正な流通を指導することについ

て、青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等を活用し、県医師会や県薬剤師会等の関係団体と

連携して、必要な協力を行う。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、国からの要請に基づき、医療機関や薬局に対し、対症療法薬を適切に使用することを要請

することや適正な流通を指導することについて、青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等を活

用し、県医師会や県薬剤師会等の関係団体と連携して、必要な協力を行う。（保健衛生課）

　県は、必要に応じて、県内の卸業者等の協力を得て、治療薬を確保する。（保健衛生課）

　県は、治療薬の安定的な供給が難しいと想定される場合には、必要に応じて、青森県新型インフ

ルエンザ等医療対策会議等を活用し、県医師会や県薬剤師会等の関係団体の協力を得て治療薬を円

滑に流通させる。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

164

⑧治療薬・治

療法

3-2. 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び使用（新型インフルエンザの場合）

①　県は、 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量及び流通状況を把握のうえ国に報告する。また、必

要に応じて、国備蓄分の配分等の調整を国に要請する。 （健康医療福祉部）

②　県は、国が医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、患者の治療を優先することか

ら、患者との濃厚接触者（同居者を除く。）への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則とし

て見合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与については、その期待される効

果を評価した上で継続の有無を決定することについて必要な協力を行う。 （健康医療福祉部）

③　県は、患者数が減少した段階において、次の感染拡大に備え、必要に応じ、抗インフルエンザウ

イルス薬の補充を行う。（健康医療福祉部）

県は、国からの要請に基づき、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量及び流通状況を把握して国に

報告する。また、青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等の意見を踏まえて必要と認める場合

には、国備蓄分の配分等の調整を国に要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　県は、県内での感染が拡大した場合は、国が医療機関に対し、患者の濃厚接触者等への抗インフ

ルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせることや、患者の同居者への予防投与につい

て期待される効果を評価した上で継続の有無を決定するよう要請することについて、青森県新型イ

ンフルエンザ等医療対策会議等を活用し、県医師会等の関係団体の協力を得て必要な協力を行う。

（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

165
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第９章 検査

第１節 準備

期

166

⑨検査

1-1. 検査体制の整備

①　県は、新型インフルエンザ等の発生に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機関

又は医療機関と検査等措置協定を締結するなど、平時から計画的に準備を行う。（健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等の発生に備え、青森県感染症予防計画に基づく数値目標を目標に、

衛生研究所の体制を整備するとともに、民間検査機関等と検査等措置協定を締結するなどの準備を

行う。（保健衛生課）

167
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⑨検査
②　県及び保健所設置市は、有事において検査を円滑に実施するため、検体採取容器や検体採取器

具、検査用試薬等の検査物資の備蓄及び確保を進める。（健康医療福祉部）

　県は、有事において検査を円滑に実施するため、検査物資の備蓄及び確保に努める。（衛生研究

所、保健所）

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分 R7.1.31会議資料2 No.8）

　県は、有事に検査試薬や検査機器等を確保するため、青森県臨床検査技師会との協定を締結する

などの準備を行う。（保健衛生課）

168

⑨検査

③　県及び保健所設置市は、それぞれの感染症予防計画に基づき、衛生研究所や検査等措置協定を締

結している民間検査機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況の情報を把

握し、毎年度その内容を国に報告するとともに、当該機関等からの検査体制の整備に向けた相談等へ

の対応を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国からの要請に基づき、衛生研究所や検査等措置協定を締結した検査機関における検査体

制についての情報を把握し、国に報告する。(保健衛生課)
169

⑨検査

1-2. 訓練等による検査体制の維持及び強化

①　県及び保健所設置市は、それぞれの感染症予防計画に基づき、衛生研究所や検査等措置協定締結

機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況等の情報を有事に速やかに把握

できるよう、 訓練等で定期的に確認を行う。衛生研究所や検査等措置協定締結機関等は、国がJIHS

と連携して実施する研修や訓練を活用し、国、 県及び保健所設置市と協力して検査体制の維持に努め

る。 （健康医療福祉部、関係部局）

　県は、衛生研究所や検査等措置協定締結機関等における検査体制等の確保について、有事に必要

な情報を速やかに把握するために、必要な訓練等を実施する。（保健衛生課、衛生研究所）

　衛生研究所や検査等措置協定締結機関等は、国が実施する研修や訓練等を活用し検査体制の維持

に努める。（衛生研究所）

170

⑨検査

②　衛生研究所及び検査等措置協定締結機関等は、 県及び保健所設置市の検査関係機関等と協力

し、有事の際に検体や病原体の搬送が滞りなく実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。 （健康

医療福祉部、関係部局）

　衛生研究所及び検査等措置協定締結機関等は、有事の際の検体や病原体等の搬送について必要な

研修や訓練を行う。（衛生研究所）
171

⑨検査

1-3. 検査診断技術の研究開発への協力

　県及び保健所設置市は、国及び JIHS が主導する検査診断技術の研究開発について、管内の感染症

の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分　R7.1.31会議資料2 No.23）

　県は、国及びJIHSが主導する「感染症臨床研究ネットワーク事業（iCROWN）」などの研究開発

について、医療機関等の協力を得て、必要な協力をする。（保健衛生課、衛生研究所）
172

⑨検査 第２節 初動期 173

⑨検査

2-1. 検査体制の整備

　県及び保健所設置市は、それぞれの感染症予防計画に基づき、衛生研究所や検査等措置協定締結機

関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況を確認し、速やかに検査体制を立

ち上げるとともに、検査実施能力の確保状況について定期的に国へ報告する。 （健康医療福祉部）

　県は、衛生研究所や検査等措置協定締結機関等における検査実施能力の確保状況を確認し、速や

かに検査体制を立ち上げる。また、国からの要請に基づき、検査実施能力の確保状況について、国

に報告する。（保健衛生課）

174

⑨検査

2-2. 検査診断技術の研究開発への協力

　県及び保健所設置市は、国及び JIHS が主導する検査診断技術の研究開発について、管内の感染症

の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSが主導する「感染症臨床研究ネットワーク事業（iCROWN）」などの研究開発

について、医療機関等の協力を得て、必要な協力をする。（保健衛生課、衛生研究所）
175

⑨検査 第３節 対応期 176

⑨検査

3-1. 検査体制の拡充

　県及び保健所設置市は、それぞれの感染症予防計画に基づき、衛生研究所や検査等措置協定締結機

関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況を確認し、確保状況について定期

的に国へ報告する。また、必要に応じて、衛生研究所や検査等措置協定締結機関等に対し、検査体制

を拡充するよう要請する。 （健康医療福祉部）

　県は、衛生研究所や検査等措置協定締結機関等における検査実施能力の確保状況を確認し、国に

報告する。（保健衛生課）

　また、必要に応じて、衛生研究所の検査体制を拡充するとともに検査等措置協定締結機関等に対

し、検査体制を拡充するよう要請する。（保健衛生課）

177

⑨検査

3-2. 検査診断技術の研究開発への協力

　県及び保健所設置市は、国及び JIHS が主導する検査診断技術の研究開発について、管内の感染症

の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSが主導する研究開発について、医療機関等の協力を得て、必要な協力をする。

（保健衛生課、衛生研究所）
178
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⑨検査

3-3. リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し

　県は、国や JIHS が実施する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流

行状況等に基づいたリスク評価を踏まえ、国が定める検査の目的や検査体制を含む検査実施の方針

125等に関する情報を、県民等に分かりやすく提供・共有する。（健康医療福祉部）

　国において検査の目的や検査体制を含む検査実施の方針等が変更された場合には、県及び保健所設

置市は検査方法及び検査対象者について機動的に対応する。 （健康医療福祉部）

　県は、国やJIHSが実施する感染症の特徴や病原体の性状、流行状況等に基づいたリスク評価を踏

まえて国が定める検査の目的や検査実施の方針等に関する情報を、青森県新型インフルエンザ等医

療対策会議等を活用し、市町村等と連携して、県民に分かりやすく提供・共有する。（保健衛生

課）

　県は、国の検査等に関する方針等が変更された場合には、新型インフルエンザ等対策青森県専門

家会議等の意見を踏まえて、青森県新型インフルエンザ等対策本部において決定し、関係団体と連

携して周知に努める。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

179

第10章 保健

第１節 準備

期

180

⑩保健

1-1. 人材の確保

①　県は、感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、国及び市町村等からの人材の送出し及び受

入れ等に関する体制を構築する。（健康医療福祉部）

　県は、IHEAT研修の開催や関係団体との応援体制に関する協定を締結するなどして、感染症対応

が可能な専門職を含む人材の確保に努める。また、保健所訓練を実施するなどして、応援人材の受

け入れ体制の確保に努める。（保健衛生課）

181

⑩保健

②　県及び保健所設置市は、保健所における流行開始（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等

の公表）から１か月間において想定される業務量に対応するため、保健所職員、本庁等からの応援職

員、IHEAT 要員、市町村からの応援派遣等、 保健所の感染症有事体制を構成する人員を確保する。

（健康医療福祉部）

　県は、保健所からの応援職員の依頼・要請に応じ、健康危機対処計画により各保健所で算出した

流行開始から１か月間において想定される業務量に対応する人員確保数に基づき、保健所職員、

IHEAT要員のほか、庁内や市町村等の関係団体からの応援職員の派遣を要請する。（総務部、健康

医療福祉政策課、保健衛生課）

182

⑩保健

1-2. 業務継続計画を含む体制の整備

①　県及び保健所設置市は、 それぞれの感染症予防計画に定める保健所の感染症有事体制（保健所

における流行開始から１か月間において想定される業務量に対応する人員確保数及びIHEAT 要員の確

保数）の状況を毎年度確認する。 （健康医療福祉部）

　県は、保健所や衛生研究所における有事体制の確保状況を毎年度確認する。（保健衛生課） 183

⑩保健
②　県及び保健所設置市は、衛生研究所、検査等措置協定を締結している医療機関や民間検査機関等

による検査体制（検査の実施能力）の確保等を行う。（健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等の発生に備え、青森県感染症予防計画に基づく数値目標を目標に、

衛生研究所の体制を整備するとともに、民間検査機関等と検査等措置協定を締結するなどの準備を

行う。（保健衛生課）

184

⑩保健

③　県、保健所設置市又は保健所は、保健所業務に関する業務継続計画を策定する。衛生研究所にお

いても、優先的に取り組むべき業務の継続のために必要な体制をあらかじめ想定した上で業務継続計

画を策定する。

　なお、業務継続計画の策定に当たっては、有事における県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所

等の業務を整理するとともに、有事に円滑に業務継続計画に基づく業務体制に移行できるよう、平時

からICT や外部委託の活用等により、業務の効率化を図る。（健康医療福祉部）

　保健所及び衛生研究所は、新型インフルエンザ等に関する業務継続計画を策定し適宜見直しを図

る。（健康医療福祉政策課、がん・生活習慣病対策課、医療薬務課、保健衛生課、高齢福祉保険

課、障がい福祉課、保健所、衛生研究所、関係部局）

185

⑩保健

1-3. 研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築

1-3-1. 研修・訓練等の実施

①　県及び保健所設置市は、 保健所の感染症有事体制を構成する人員（IHEAT要員を含む。）への年

１回以上の研修・訓練を実施する（健康医療福祉部）

　県及び保健所は、医療機関等と協働するなどして、 感染症有事体制を構成する人員（IHEAT要員

を含む）への研修・訓練を年1回以上実施する。（保健衛生課、保健所）
186

⑩保健 ②　県は、管内の保健所や衛生研究所の人材育成を支援する。（健康医療福祉部） 　県は、前述の訓練等により保健所や衛生研究所の人材育成を支援する。（保健衛生課） 187

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や県の研修等を積極的に活用し

つつ、 保健所や衛生研究所において感染症対策の中核となる人材の育成に努める。また、保健所や

衛生研究所を含め、新型インフルエンザ等の発生及びまん延を想定した訓練を実施する。（健康医療

福祉部、関係部局）

　県は、前述の訓練や国の研修等を活用し、感染症対策の中核となる人材の育成に努める。（保健

衛生課）
188
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⑩保健

④　県及び保健所設置市は、保健所や衛生研究所に加え、本庁においても速やかに感染症有事体制に

移行するため、感染症危機管理部局に限らない全庁的な研修・訓練を実施することで、感染症危機へ

の対応能力の向上を図る。（健康医療福祉部、関係部局）

　県は、全庁的な感染症危機への対応能力の向上を図るため、全庁的な研修・訓練を実施する。

（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）
189

⑩保健

1-3-2. 多様な主体との連携体制の構築

　県及び保健所設置市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、連携協議会等を活用し、平時から保

健所や衛生研究所のみならず、管内の市町村、消防機関等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や

必要な調整等を通じ、連携を強化する。（健康医療福祉部）

　県は、青森県感染症対策連携協議会を活用し、平時から関係機関との連携を強化する。（保健衛

生課）

（有識者会議で寄せられた意見への対応部分　R7.1.31会議資料2 No.13）

＜参考＞感染拡大を防止するためには、県、市町村  、医療機関、県医師会等の関係者、ＤＭＡＴ

（災害派遣医療チーム）やＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管

理支援チーム）、ＤＩＣＴ（災害時感染制御支援チーム）などが連携・役割分担し、課題に速やか

に対応することが必要。

190

⑩保健

　また、連携協議会等においては、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査

実施の方針、情報共有の在り方、感染症患者等の移送、他の疾患等の傷病者の救急搬送等について協

議し、その結果を踏まえ、県及び保健所設置市は、それぞれの感染症予防計画を策定・変更する。 な

お、予防計画を策定・変更する際には、県及び保健所設置市が作成する県行動計画や保健所設置市行

動計画、医療計画並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づき保健所及び衛生研究所が

作成する健康危機対処計画と整合性の確保を図る。（健康医療福祉部、関係部局）

　その際、県は、必要に応じて総合調整権限を活用しながら、医療提供体制の確保について、あらか

じめ関係機関等と確認する。 （健康医療福祉部、関係部局）

　さらに、有事に、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況、病

床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設で療養する場合には、陽性者への食事の提供

等の実施や宿泊施設の確保等が必要となるため、県及び保健所設置市は、市町村や協定を締結した民

間宿泊事業者等との連携体制を構築し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。 （健康医

療福祉部、関係部局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会における医療提供体制や保健所体制の在り方等についての協

議を踏まえて、必要に応じて青森県感染症予防計画の見直しを行う。この見直しに当たっては、青

森県保健医療計画や、保健所及び衛生研究所の健康危機対処計画と整合を確保する。（保健衛生

課）

　県は、地域全体で感染症危機に備える体制を構築するため、自宅や宿泊療養施設で療養する者へ

の食事の支援等に係る連携体制の構築のため市町村や関係団体等と平時から協議する。（保健衛生

課）

　保健所は地域新型インフルエンザ等対策協議会を活用し、各圏域において外来診療や入院医療を

提供する施設に要請する順番・役割分担等を整理する。（保健所）

　保健所は県が各消防本部と締結する協定に基づき、救急搬送体制の詳細について、各消防本部と

調整する。（保健所）

191

⑩保健

1-4. 保健所及び衛生研究所等の体制整備

①　県及び保健所設置市は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査、病原体の

収集や分析等の専門的業務を適切に実施するために、感染症がまん延した際の情報量と業務量の増大

を想定し、効率的な情報集約と柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構築する。また、保健所や衛

生研究所における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備するとともに、感染症対応業務に従事す

る職員等のメンタルヘルス支援等の必要な対策を講ずる。くわえて、外部委託や市町村の協力を活用

しつつ健康観察を実施できるよう体制を整備する。（健康医療福祉部）

　保健所及び衛生研究所は、患者に対する積極的疫学調査や検査関係業務等の業務を適切に実施す

るために、業務継続計画や健康危機対処計画等の策定や見直し等を通じて、平時から業務量が増大

したときの所内体制を構築する。（保健所、衛生研究所）

　県は、自宅や宿泊療養施設で療養する者の健康観察を実施できるよう、平時から医療機関等との

協定締結や市町村に協力を要請するなどして、必要な体制を構築する。（保健衛生課）

192

⑩保健

②　保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備えた準備を計画的に

進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定した業務量に対応するための人員の確保、研修・訓練

の実施、ICT活用等による業務の効率化、 地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関との

連携強化等に取り組む。 （健康医療福祉部）

　保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備えた準備を計画的に

進めるため、地域新型インフルエンザ等対策協議会の活用や保健所実地訓練等に取組み、必要に応

じて健康危機対処計画の見直しを行う。（保健所）

193

⑩保健

③　衛生研究所は、健康危機対処計画を策定し、施設及び機器の整備・メンテナンス、検査の精度管

理の向上、感染症情報の管理等のためのシステムの活用、調査及び研究の充実、JIHS 等の関係機関

との連携体制の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図る。 （健康医療福

祉部）

　衛生研究所は、施設及び機器の整備・メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理

等のためのシステムの活用、調査及び研究の充実、JIHS 等の関係機関との連携体制の構築、休日

及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図るため、健康危機対処計画を策定する。（衛

生研究所）

194
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⑩保健

④　衛生研究所及び検査等措置協定締結機関等は、迅速な検査及び疫学調査の機能の維持・強化を図

るため、国が JIHS と連携して実施する訓練等に参加する。また、平時の訓練等を活用し、国及び県

及び保健所設置市と協力して検査体制の維持に努める。 （厚生労働省）

　衛生研究所及び検査等措置協定締結機関等は、国がJIHSと連携して実施する訓練等に参加し、検

査機能の維持強化に取り組む。（衛生研究所）
195

⑩保健

⑤　衛生研究所及び検査等措置協定締結機関等は、 平時から県及び保健所設置市の関係機関と協力

し、有事の際に検体の輸送が滞りなく実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。（健康医療福祉

部、関係部局）

　衛生研究所及び検査等措置協定締結機関等は、保健所等と協力し、有事の際の検体や病原体等の

搬送について必要な研修や訓練を行う。（衛生研究所）
196

⑩保健

⑥　県及び保健所設置市、保健所及び衛生研究所は、感染症サーベイランスシステムを活用し、平時

から季節性インフルエンザや新型コロナ等の流行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅

速に把握する体制を整備する。（健康医療福祉部）

　県、保健所及び衛生研究所は、感染症サーベイランスシステムを活用し、平時から県内の感染症

流行状況を把握する。（保健衛生課、保健所、衛生研究所）
197

⑩保健

⑦　県、 保健所設置市及び保健所は、医療機関等情報支援システム（G-MIS）を活用し、協定締結

医療機関の協定の準備状況（病床確保・外来診療等の措置内容確認、研修・訓練等、各物資の備蓄状

況等）を把握する。（健康医療福祉部）

　県は、G-MIS等を活用し、協定締結医療機関の準備状況を把握する。（保健衛生課、保健所） 198

⑩保健

⑧　県、保健所設置市、保健所及び家畜保健衛生所は、感染症法若しくは家畜伝染病予防法（昭和

26 年法律第 166 号）に基づく獣医師からの届出又は野鳥等に対する調査等に基づき、国内及び地域

における鳥インフルエンザの発生状況等を把握する。また、医療機関から鳥インフルエンザの感染が

疑われる者について保健所に情報提供・共有があった場合に、それぞれ情報提供・共有を行う体制を

整備する。（環境エネルギー部、健康医療福祉部、農林水産部）

　県は、感染症法若しくは家畜伝染病予防法に基づく獣医師からの届出や野鳥等に対する調査等に

基づき、県内における鳥インフルエンザの発生状況を把握する。（健康医療福祉部は、家畜伝染病

予防法に基づく獣医師からの届け出や野鳥等に対する調査結果の報告を求める。）（環境エネル

ギー部、保健衛生課、保健所、農林水産部）

　県は、医療機関から保健所に対して鳥インフルエンザの感染が疑われる者について届出等があっ

た場合には、青森県健康危機管理庁内連絡会議を開催するなどして庁内関係課と情報共有するとと

もに、関係機関や県医師会等の関係団体と情報を共有する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

199

⑩保健

⑨　県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所は、国及び JIHS が主導する感染症の特徴や病原体の

性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発に

ついて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県は、国及びJIHSが主導する「感染症臨床研究ネットワーク事業（iCROWN）」などの研究開発

について、医療機関等の協力を得て、必要な協力をする。（保健衛生課、保健所、衛生研究所）
200

⑩保健 1-5. DXの推進 201

⑩保健

　県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所は、平時から感染症サーベイランスシステムや医療機関

等情報支援システム（G-MIS）を活用し、国が行う訓練を通じ、各種システムの運用に関する課題の

改善について必要な協力を行う。 （健康医療福祉部）

　県は、感染症サーベイランスシステムやG-MISの課題の改善について、必要な協力をする。（保

健衛生課、保健所、衛生研究所）
202

⑩保健

1-6. 地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション

①　県及び保健所設置市は、国から提供された情報や媒体を活用しながら、地域の実情に応じた方法

で、住民に対して情報提供・共有を行う。また、住民への情報提供・共有方法や、住民向けのコール

センター等の設置を始めとした住民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在り方

等について、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報の住民への情報提供・共有体制を構

築できるようにする。 （健康医療福祉部）

　県は、国から提供された情報や媒体を活用し、市町村と連携し、報道機関等の協力を得て県民に

正しい情報の提供に努める。（保健衛生課）

　県は、平時から、青森県感染症対策連携協議会等を活用し、リスクコミュニケーションの在り方

や方法などについて検討する。（保健衛生課）

203

⑩保健

②　県及び保健所設置市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である住民等と可能な限り双

方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に行うことができるよう、住

民等が必要とする情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理する。（健康医療福祉

部）

　県は、リスクコミュニケーションを適切に行えるよう、保健所、市町村や報道機関等の協力を得

て住民が必要とする情報の把握等に努める。（保健衛生課）
204

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属

機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、

患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等について啓発する。 （総務部、健康医療

福祉部、教育委員会、関係部局）

　県は、青森県感染症対策連携協議会等を活用し、患者等への誹謗中傷対策の在り方や方法などに

ついて検討し、ＨＰの活用や報道機関の協力を得て県民への啓発を行う。（保健衛生課、関係部

局）

205
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⑩保健

④　県及び保健所設置市は、市町村と連携し、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視

覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に情報

共有ができるよう、平時における感染症情報の共有においても適切に配慮する。（健康医療福祉部）

　県は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共

有に当たって配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時から市町

村との連携を進める。（保健衛生課）

206

⑩保健

⑤　保健所は、衛生研究所等と連携し、感染症対策に必要な情報の収集を行い、地域における総合的

な感染症の情報の発信拠点として、感染症についての情報共有や相談等のリスクコミュニケーション

を行う。（健康医療福祉部）

　保健所は、衛生研究所等と連携し感染症対策に必要な情報の収集を行い、地域保健に関する研修

会等を活用して、地域住民に対し、感染症についてのリスクコミュニケーションを行う。（保健

所）

207

⑩保健 第２節 初動期 208

⑩保健

（２）所要の対応

2-1. 有事体制への移行準備

①　県及び保健所設置市は、国からの要請や助言も踏まえて、それぞれの感染症予防計画に基づく保

健所の感染症有事体制及び衛生研究所の有事の検査体制への移行の準備状況を適時適切に把握し、速

やかに検査体制を立ち上げる。また、県及び保健所設置市の本庁からの応援職員の派遣、市町村に対

する応援派遣要請、IHEAT要員に対する応援要請等の交替要員を含めた人員の確保に向けた準備を進

める。 （総務部、財務部、健康医療福祉部、危機管理局）

　県は、国からの要請や助言、有識者等からの意見等を踏まえて、保健所の有事体制への移行及び

検査体制の立ち上げのため、保健所及び衛生研究所に必要な指示をするとともに検査等措置協定締

結機関に必要な要請をする。（保健衛生課）

　県は、IHEAT要員のほか保健所及び衛生研究所への応援職員の派遣について庁内及び市町村等の

関係団体に要請するための準備を進める。（保健衛生課）

209

⑩保健

②　県は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するとともに、保健所、医療機

関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、準備期において連携協議会等で整理した

相談・受診から入退院までの流れを迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、医療機関等情報支

援システム（G-MIS）に確保病床数・稼働状況、病床使用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況

等を確実に入力するよう要請を行う。（健康医療福祉部）

　保健所は、感染症指定医療機関における新型インフルエンザ等患者の受入体制を確保する。（保

健所）

　県及び保健所は、有症者等からの相談受付、医療機関への受診から入退院までの体制を確保す

る。（保健衛生課、保健所）

　県は、青森県新型インフルエンザ等医療対策会議等を活用し、県医師会等の関係団体の協力を得

て、医療機関に対し、G-MISへの必要事項の確実な入力を要請する。（健康医療福祉政策課、保健

衛生課）

210

⑩保健

③　保健所は、健康危機対処計画に基づき、県及び保健所設置市の本庁と連携して感染症有事体制を

構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受

性等）等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進める。

（健康医療福祉部）

　保健所は、本庁と連携し、健康危機対処計画及び業務継続計画に基づき、感染症有事体制への移

行の準備を進める。（保健所）
211

⑩保健

④　県及び保健所設置市は、JIHS による地方衛生研究所等への技術的支援等も活用し、 検査等措置

協定を締結している民間検査機関等や以下2-2に記載する相談センターとの連携も含めた早期の検査

体制の構築に努める。（健康医療福祉部）

　衛生研究所は、JIHSによる技術的支援等を活用しながら早期の検査体制の構築に努める。（衛生

研究所）

　県は、検査等措置協定締結機関に対し早期の検査体制の構築を要請する。（保健衛生課）

212

⑩保健

⑤　衛生研究所は、健康危機対処計画に基づき、県及び保健所設置市の本庁と連携して感染症有事体

制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進める

とともに、JIHS等と連携して感染症の情報収集に努める。（健康医療福祉部）

　衛生研究所は、健康危機対処計画に基づき、本庁と連携して人員体制、検査に必要な物資等の調

達などの有事体制に移行する準備を進める。また、JIHS等と連携して新型インフルエンザ等の情報

収集に努める。（衛生研究所）

213

⑩保健

⑥　県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所は、国及び JIHS が主導する感染症の特徴や病原体の

性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発に

ついて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県、保健所及び衛生研究所は、国及びJIHSが主導する調査研究や研究開発について、必要な協力

をする。（保健衛生課、保健所、衛生研究所）
214

28/34



行動計画 改定素案 行番号

⑩保健

2-2. 住民への情報提供・共有の開始

①　県及び保健所設置市は、国の要請に基づき相談センターを整備し、発生国・地域からの帰国者等

や有症状者等に対して、必要に応じて適時に感染症指定医療機関への受診につながるよう周知する。

（健康医療福祉部）

②　県及び保健所設置市は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の住民への周知、

Q&Aの公表、住民向けのコールセンター等の設置等を通じて、住民に対する速やかな情報提供・共有

体制を構築するとともに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対策の意

義を共有する。（健康医療福祉部）

　県は、国の要請に基づき、保健所に相談センターを設置し、県民に、国の症例定義等に該当する

者は必要に応じて適時に受診につなげることを周知する。（保健衛生課、保健所）

　県は、国が設置した情報提供・共有のためのＨＰ等の周知や、Q＆Aの公表、コールセンターの

設置等により、県民に速やかに正しい情報を共有しながら双方向のコミュニケーションに努める。

（保健衛生課）

215

⑩保健

2-3. 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で感染が確認された場合の対応

　県及び保健所設置市は、第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）2-1-1で開始する疑

似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で疑似症

患者が発生したことを把握した場合は、保健所等において、当該者に対して積極的疫学調査及び検体

採取を実施するとともに、感染症のまん延を防止するため、必要に応じて感染症指定医療機関への入

院について協力を求める。（健康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で疑似症患者が発生したこと

を把握した場合には、当該患者の所在地を所管する保健所が積極的疫学調査や検体採取を行い衛生

研究所で病原体検査を行うとともに、必要に応じて感染症指定医療機関に入院についての協力を要

請する。（保健衛生課、保健所、衛生研究所）

216

⑩保健 第３節 対応期 217

⑩保健

3-1. 有事体制への移行

①　県及び保健所設置市は、本庁からの応援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要請、IHEAT要員

に対する応援要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立するとともに、 衛生研究所の検

査体制を速やかに立ち上げる。 （健康医療福祉部）

　県は、保健所及び衛生研究所の感染症有事体制の確立のため、応援職員の派遣について、庁内の

ほか、市町村等の関係団体やIHEAT要員に要請する。（保健衛生課）
218

⑩保健

②　県は、新型インフルエンザ等の発生時に、情報集約、市町村間の調整、業務の一元化等の対応に

より、保健所設置市を支援する。また、国、他の都道府県及び管内の保健所設置市と連携して、感染

経路、濃厚接触者等に係る情報収集、医療機関や福祉サービス機関等との連携を含む保健活動の全体

調整、保健活動への支援等を行う。

　さらに、必要に応じて管内の保健所設置市に対する総合調整権限・指示権限を行使137する。（健

康医療福祉部）

　県は、新型インフルエンザ等の発生時に、情報集約、市町村間の調整及び業務の一元化等の対応

により保健所設置市を支援する。（保健衛生課）

　また、国や他の都道府県等と連携し、必要に応じて総合調整権限・指示権限を行使しながら、積

極的疫学調査や保健活動の全体調整等を行う。（保健衛生課）

219

⑩保健
③　県は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する住民の理解の増進を図るために必要な情報を

市町村と共有する。（健康医療福祉部）

　県は、県内における新型インフルエンザ等の発生状況等に係る情報を市町村と共有し、県民の理

解の増進を図る。（保健衛生課）
220

⑩保健

④　県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所等は、国及び JIHS が主導する感染症の特徴や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発

について必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県、保健所及び衛生研究所は、国及びJIHSが主導する調査研究や研究開発について、必要な協力

をする。（保健衛生課、保健所、衛生研究所）
221

⑩保健

3-2. 主な対応業務の実施

　県、 保健所設置市、 保健所及び衛生研究所は、 それぞれの感染症予防計画、健康危機対処計画、

準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、相互に連携するとともに、市町村、

医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、以下 3-2-1から 3-2-7 までに記載する感染症対応業務

を実施する。

　県、保健所、衛生研究所が感染症対策業務を実施するに当たっては、次の事項に留意する。（保

健衛生課、保健所、衛生研究所）
222

⑩保健

3-2-1. 相談対応

　県及び保健所設置市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、感染したおそれ

のある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速

やかに外来診療の受診につなげる。相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、適時に外

部委託や県での一元化等を行うことを検討する。（健康医療福祉部）

　感染したおそれのある者を必要に応じて速やかに外来診療への受診につなげるため相談センター

の機能を強化する。（保健衛生課、保健所）

　相談センター業務については、外部委託等の業務の効率化を図る。（保健衛生課）

223
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⑩保健

3-2-2. 検査・サーベイランス

①　県及び保健所設置市は、地域の実情に応じて、感染症対策上の必要性、衛生研究所や検査等措置

協定締結機関等における検査体制等を踏まえ、検査の実施範囲を判断する。（健康医療福祉部）

　県は、国の方針に基づき、新型インフルエンザ等対策青森県専門家会議等の意見を踏まえて、青

森県新型インフルエンザ等対策本部において、検査の実施範囲を適宜見直す。（健康医療福祉政策

課、保健衛生課、危機管理局）

224

⑩保健

②　衛生研究所は、保健所と連携して、検査等措置協定を締結している民間検査機関等を含めた検査

体制が十分に拡充されるまでの間の必要な検査を実施する。また、衛生研究所は、JIHS との連携や

他の地方衛生研究所とのネットワークを活用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、

JIHSへの地域の感染状況等の情報提供・共有、地域の変異株の状況の分析、県、保健所設置市及び保

健所等への情報提供・共有、検査等措置協定を締結している民間検査機関等における検査等に対する

技術支援や精度管理等を通じ、地域におけるサーベイランス機能を発揮する。（健康医療福祉部）

　衛生研究所は、検査等措置協定締結機関等の体制が整備されるまで必要な検査を実施する。ま

た、JIHSや他の地方衛生研究所等とのネットワークを活用して知見を収集し、青森県新型インフル

エンザ等対策本部や保健所等に情報を提供する。（衛生研究所）

　衛生研究所は、検査等措置協定締結機関等における検査等に対し必要な技術的支援を行う。（衛

生研究所）

225

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動

向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。 （環境エネルギー部、健康医療福

祉部、農林水産部）

　県は、地域の流行状況、有識者や専門家の意見等を踏まえて、医療機関や県医師会等の関係団体

等の協力を得て、必要に応じて独自のサーベイランスを実施する。（環境エネルギー部、保健衛生

課、衛生研究所、農林水産部）

226

⑩保健

3-2-3. 積極的疫学調査

①　保健所は、感染源の推定（後ろ向き積極的疫学調査）や濃厚接触者等の特定（前向き積極的疫学

調査）を行うため、保健所等において、感染者又は感染者が属する集団に対して、JIHS が示す指針等

に基づき積極的疫学調査を行う。（健康医療福祉部）

　保健所は、感染者又は感染者が属する集団に対して、JIHSが示す指針や青森県感染症対策マニュ

アル等に基づき積極的疫学調査を実施する。（保健所）
227

⑩保健

②　県及び保健所設置市は、流行初期以降（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後お

おむね１か月以降。以下本章において同じ。 ）においては、感染症の特徴や病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏まえ

ながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見直す。（健康医療福祉部）

　県は、流行初期以降においては、感染症の特徴や病原体の性状、流行状況、保健所における業務

負荷等を勘案し、国の方針や新型インフルエンザ等対策青森県専門家会議及び保健所の意見を踏ま

えながら、県内の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を柔軟かつ機動的に見直す。

（健康医療福祉政策課、保健衛生課、保健所）

228

⑩保健

3-2-4. 入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送

①　県及び保健所設置市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握した場合

は、医師が判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク、医療機関等情報支援シス

テム（G-MIS）により把握した協定締結医療機関の確保病床数、稼働状況及び病床使用率、感染症の

特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や流行状況等を踏まえて、速やかに療養先を

判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養又は宿泊療養の調整を行う。なお、感染症の特徴や病原

体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等） 等が明らかでない場合は、 県及び保健所設置市は、得

られた知見を踏まえた対応について、必要に応じ国及び JIHS へ協議・相談し、その結果を踏まえて

対応する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に

基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。（健康医療福祉部）

　保健所は、新型インフルエンザ等の患者等を把握した場合は、当該患者の状況、圏域での流行や

医療提供体制の状況を踏まえて、当該患者等の療養先を判断し、入院や自宅等での療養などについ

て必要な調整を行う。（保健所）

　保健所は、地域新型インフルエンザ等対策協議会等での事前の協議内容を踏まえて前記の調整を

するほか、それによりがたい場合には同協議会等により必要な調整を行う。（保健所）

229

⑩保健

②　県は、感染状況や広域調整の必要性等を勘案し、保健所設置市を含む管内での入院調整が円滑に

行われるよう、必要に応じて、管内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門（県調整本部）

の適時の設置、管内の入院調整の一元化、総合調整権限・指示権限の行使を行う。入院先医療機関へ

の移送や、自宅及び宿泊療養施設への移動に当たっては、必要に応じて民間の患者等搬送事業者の協

力を得て行うことにより、 保健所の業務負荷軽減を図る。 （健康医療福祉部）

　県は、圏域単位での入院等の調整が困難である場合には、総合調整権限や指示権限の行使を行

う。（保健衛生課）

　県は、保健所や新型インフルエンザ等対策青森県専門家会議等の意見を踏まえて、必要に応じて

入院調整の一元化や患者移送の民間委託など、保健所の業務負担軽減を図る。（健康医療福祉政策

課、保健衛生課）

230

⑩保健

③　県は、自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関に対し、必要に応じて、自宅療養者

等に対して往診、電話・オンライン診療、調剤・医薬品等交付・服薬指導、訪問看護等を行うととも

に、自宅療養者等の状態に応じて適切に対応するよう要請する。（健康医療福祉部）

　県は、保健所や新型インフルエンザ等対策青森県専門家会議等の意見等を踏まえて、必要に応じ

て、自宅療養者等への医療の提供に関する協定締結医療機関に対し、自宅療養者等への医療の提供

を要請する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）

　要請に当たっては、各医療機関の医療提供体制の準備状況等に留意する。（保健衛生課）

231

⑩保健
④　県は、宿泊療養施設について、地域の実情に応じて、施設ごとにその役割や入所対象者を決めた

上で運用する。 （健康医療福祉部）

　県は、宿泊療養施設について、地域の実情に応じ、国の方針並びに保健所や新型インフルエンザ

等対策青森県専門家会議等の意見を踏まえて運用する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課）
232
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⑩保健

3-2-5. 健康観察及び生活支援

①　県、保健所設置市及び保健所は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握

し、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）、流行状況等を勘案した上で、当該患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう

協力を求める場合は、当該患者等やその濃厚接触者に対して、外出自粛要請や就業制限を行うととも

に、外部委託や市町村の協力を活用しつつ、定められた期間の健康観察を行う。（健康医療福祉部）

　保健所は、新型インフルエンザ等の患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう協力を

求める場合には、国の方針に基づき、当該患者等に対して必要に応じて外出自粛要請や就業制限を

行うとともに、市町村や関係団体等の協力を得て定められた期間の健康観察を行う。（保健所）

　県は、自宅又は宿泊療養施設等で療養している者の健康観察等については、外部委託やICTの活

用等による効率化を検討する。（保健衛生課）

233

⑩保健

②　県及び保健所設置市は、必要に応じ、市町村と協力して、当該患者やその濃厚接触者に関する情

報等を市町村と共有し、 食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活を営むために必要な

サービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に努める。（健康医療福祉部）

　県は、市町村との協力又は外部委託等により、自宅等で療養している者が日常生活を営むために

必要なサービスや療養に必要な物品等の支給に努める。（保健衛生課）
234

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察につい

て、感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能を活用することで、保健所の業務効率化・

負荷軽減を図る。（健康医療福祉部）

　県は、自宅又は宿泊療養施設等で療養している者の健康観察等については、外部委託やICTの活

用等による効率化を検討する。（保健衛生課）
235

⑩保健

3-2-6. 健康監視

　県、保健所設置市及び保健所は、検疫所から通知があったときは、新型インフルエンザ等に感染し

たおそれのある居宅等待機者等に対して健康監視を実施する。（健康医療福祉部）

　保健所は、検疫所から通知のあった新型インフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等待機者

等に対する健康監視を実施する。（保健所）
236

⑩保健

3-2-7. 情報提供・共有、リスクコミュニケーション

①　県及び保健所設置市は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関する情報や

発生時にとるべき行動等の新型インフルエンザ等の対策等について、住民等の理解を深めるため、住

民に対し、分かりやすく情報提供・共有を行う。（健康医療福祉部）

②　県及び保健所設置市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自

由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、管内の市町村と連携の

上、適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。

（健康医療福祉部）

　県は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関する情報や感染が疑われると

きの正しい行動等について、ＨＰや県の広報媒体を活用し、報道機関の協力を得て、県民に分かり

やすく情報提供・共有を行う。（保健衛生課）

　県は、情報提供・共有に当たっては、配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、市町村と連携

して取り組む。（保健衛生課）

237

⑩保健 3-3. 感染状況に応じた取組 238

⑩保健

3-3-1. 流行初期

3-3-1-1. 迅速な対応体制への移行

①　県及び保健所設置市は、流行開始を目途に感染症有事体制へ切り替えるとともに、 それぞれの

感染症予防計画に基づく保健所の感染症有事体制及び衛生研究所の有事の検査体制への移行状況を適

時適切に把握する。

　また、県及び保健所設置市は、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、本庁からの応

援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要請、IHEAT要員に対する応援要請等を行う。 （健康医療福

祉部）

　県は、国の方針や県におけるリスク評価結果等を踏まえて青森県新型インフルエンザ等対策本部

において感染症有事体制への移行を決定する。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）

　県は、適宜、保健所や衛生研究所の有事体制への移行状況を把握するとともに、庁内や市町村へ

の応援職員の派遣要請並びにIHEAT要員や応援に係る協定を締結した関係団体への応援要請を行

う。（保健衛生課）

239

⑩保健

②　県及び保健所設置市は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等のICT ツールの活用や県

での業務の一元化・外部委託等により、保健所及び衛生研究所等における業務の効率化を推進する。

（健康医療福祉部）

　県は、国が整備したICTツールの活用や業務の一元化・県と包括提携を締結した事業者等への外

部委託等により、保健所や衛生研究所等における業務の効率化を推進する。（保健衛生課）
240

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、保健所等において、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担

等に基づき、関係機関と連携して疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を行う。（健康医療福祉

部）

　保健所は、関係機関や関係団体と連携し、国やJIHS等が示す方針や青森県感染症マニュアル等に

基づき、患者等の疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を行う。（保健所）
241

⑩保健
④　保健所は、感染症有事体制への切替え、感染症有事体制を構成する人員の参集、必要な物資・資

機材の調達等を行う。（健康医療福祉部）

　保健所は、国の方針等を踏まえて青森県新型インフルエンザ等対策本部が決定した方針に従い、

感染症有事体制に移行し、必要な人員や物資等を確保する。（保健所）
242
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⑩保健

⑤　県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所は、国及び JIHS が主導する感染症の特徴や病原体の

性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発に

ついて必要な協力を行う。（健康医療福祉部）

　県、保健所及び衛生研究所は、国及びJIHSが主導する調査研究や研究開発について必要な協力を

行う。（保健衛生課、保健所、衛生研究所）
243

⑩保健

3-3-1-2. 検査体制の拡充

①　県及び保健所設置市は、 国が決定した検査実施の方針や地域の流行状況等の実情を踏まえ、そ

れぞれの感染症予防計画に基づき、衛生研究所や検査等措置協定締結機関等における検査体制を拡充

する。（健康医療福祉部）

　県は、国が決定した方針や地域の流行状況等の実情を踏まえて、適宜、衛生研究所や検査等措置

協定締結機関等における検査体制を拡充する。（保健衛生課）
244

⑩保健 ②　衛生研究所は、検査実施の方針等を踏まえて検査を実施する。 （健康医療福祉部）
　衛生研究所は、国が決定した方針を踏まえて青森県新型インフルエンザ等対策本部が決定した方

針に従い検査を実施する。（衛生研究所）
245

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等の評

価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必要と判断された場合は、検査対象者等を関係機関へ周

知する。（健康医療福祉部）

　保健所は、国やJIHS等が示す感染症の特徴や病原体の性状等の評価を踏まえて、無症状病原体保

有者の検査が必要と判断した場合には、医療機関と連携し必要な検査につなげる。（保健所）
246

⑩保健

3-3-2. 流行初期以降

3-3-2-1. 流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し

①　県及び保健所設置市は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、本庁か

らの応援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要請、IHEAT 要員に対する応援要請等を行う。 （健

康医療福祉部）

　県は、引き続き、適宜、保健所や衛生研究所の状況を把握するとともに、庁内や市町村への応援

職員の派遣要請並びにIHEAT要員や応援に係る協定を締結した関係団体への応援要請を行う。（保

健衛生課）

247

⑩保健
②　県及び保健所設置市は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、県での業務の

一元化や外部委託等による業務効率化を進める。（健康医療福祉部）

　県は、引き続き、国が整備したICTツールの活用や業務の一元化・県と包括提携を締結した事業

者等への外部委託等により、保健所や衛生研究所等における業務の効率化を推進する。（保健衛生

課）

248

⑩保健

③　県及び保健所設置市は、 保健所等において行う感染症対応業務について、準備期に整備・整理

した組織・業務体制や役割分担等に基づき関係機関と連携して行うとともに、感染症の特徴や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された

場合は、地域の実情や県、保健所設置市、保健所及び衛生研究所等の業務負荷等も踏まえて、 保健所

の人員体制や衛生研究所の検査体制等の体制の見直し、感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行

う。（健康医療福祉部）

　県は、保健所等において行う感染症対策業務について、国から対応方針の変更が示された場合に

は、地域の実情や保健所及び衛生研究所等の業務負担等も踏まえて、青森県新型インフルエンザ等

対策本部において、感染症対策業務の対応を柔軟かつ機動的に見直す。（健康医療福祉政策課、保

健衛生課、危機管理局）

　保健所は各圏域における医療提供体制やまん延防止対策について、圏域の状況を踏まえて、必要

に応じて青森県新型インフルエンザ等対策本部に提言する。（保健所）

249

⑩保健

④　県は、感染の拡大等により、病床使用率が高くなってきた場合には、基礎疾患を持つ患者等の重

症化する可能性が高い患者を優先的に入院させるとともに、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等で

の療養の体制を強化する。また、症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関への

転院を進める。（健康医療福祉部）

　県は、病床使用率が高くなってきた場合には、国の方針等を踏まえて、重症化リスクの高い患者

を優先的に入院させるとともに、自宅、宿泊療養施設又は高齢者施設等での療養体制を強化する。

また、後方支援を行う協定締結医療機関の活用を進める。（保健衛生課）

250

⑩保健
⑤　県及び保健所設置市は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した市町村を含めた食事の

提供等の実施体制や医療提供体制に基づき実施する。（健康医療福祉部）

　県は、自宅療養の実施に際しては、自宅療養者等に対する医療の提供に係る協定を締結した医療

機関等により医療を提供するとともに、市町村等や、県と包括連携協定を締結した事業者と連携し

て食事の提供等を実施する。（保健衛生課）

251

⑩保健

3-3-2-2. 安定的な検査・サーベイランス機能の確保

　衛生研究所は、対応期を通じて拡充した検査体制を維持しつつ、地域の変異株の状況の分析、県、

保健所設置市及び保健所等への情報提供・共有等を実施する。（健康医療福祉部）

　衛生研究所は、対応期においても拡充した検査体制を維持しつつ、民間検査機関等の拡充に伴

い、病原体の性状や変異株の状況の分析などのための検査へと移行していく。（衛生研究所）
252
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⑩保健

3-3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

　県及び保健所設置市は、国からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保健所及び衛生研究所等に

おける有事の体制等の段階的な縮小についての検討を行い、実施する。また、特措法によらない基本

的な感染症対策への移行に伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策の見直し等）及びこれに伴う

保健所等での対応の縮小について、住民に対し、丁寧に情報提供・共有を行う。 （健康医療福祉

　県は、国からの要請を踏まえて、地域の実情に応じて、保健所や衛生研究所等における有事体制

の段階的な縮小について、青森県新型インフルエンザ等対策本部で決定し、実施する。感染症対策

業務の縮小に当たっては、ＨＰ等の県の広報媒体を活用し、報道機関の協力を得て、県民に丁寧に

情報提供・共有を行う。（健康医療福祉政策課、保健衛生課、危機管理局）
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（令和７年１月３１日開催の「第２回新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議」資料２から関係部分を抜粋）

No. 意見 改定案への反映状況等

8

検査試薬、検査機器等が不足した。日本臨床衛生検査技師会（日臨技）では、災害時に試薬や機器を融通するため、

日薬協などとの間に立って、被災地に届ける事業を行っている。平時のうちに協定を締結してほしい。すでに１０自

治体以上との契約実績がある。

（素案に記載済み）

検査に必要な物品（検体採取容器、検体採取器具、検査用試薬等）の備蓄については、資料3 p109 3行目以降

（素案p107 3行目以降）に記載しています。

具体的な方法については今後のマニュアル作成や対策実施の際に検討いたします。

13
DICT（日本環境感染学会）の援助組織、も入れてはいかがでしょう？ （実施段階検討）

今後のマニュアル作成や対策実施の際の貴重なご意見として参考とさせていただきます。

19

　家庭内での備蓄品として、OTC（一般用医薬品）の解熱鎮痛剤や咳止め薬などの常備が推奨されています。これに

より、軽度の症状に対して迅速に対応でき、医療機関の負担軽減にも寄与することができると薬剤師会としては考え

ます。

　つきましては、『医療機関の負担軽減の目的から、家庭内でのOTC(一般用医薬品)の常備』あるいは、『医療機関

の負担軽減の目的から、OTC（一般用医薬品）の解熱鎮痛剤や咳止め薬などの常備』等の内容の追加につき、ご検討

くださるようお願いします。

（実施段階検討）

今後のマニュアル作成や対策実施に当たっての県民への呼びかけの内容として参考とさせていただきます。

20

感染対策の教育を学校教育にも入れていただきたい。 （改定素案に記載済み）

こどもへのわかりやすい情報提供・共有については改定素案p70 1行目（資料3p68 1行目）に記載しており、具体

的な方法については今後のマニュアル作成や対策実施の際に検討いたします。

23

現在、REBINDという、国立国際医療研究センター主導の研究に入っています。たぶん東北では県病のみです。

参加は結構大変ですが、この事業はとても重要だと思います。

JIHSが担当する事業になると思いますが、REBINDという事業名は変わらないと思うので記載していただいて、入院

時などには協力をお願いしたい。

（改定素案に記載済）

JIHSの研究への協力については、素案p107 24行目等に記載済みです。

具体的な協力方法については、今後のマニュアル作成や対策実施に当たっての貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。

28

有事の対応とあるが、普段からの対応として咳エチケットや手洗いは十分に教育する必要があります。 （改定素案に記載済み）

平時からの基本的な感染対策に関する県民への情報提供・共有について、改定素案p67 23行目（資料3p69 23行

目）に記載しています。

今後は、県のマニュアル作成や平時の取組の実施の際に、具体的な県民への周知の方法を検討いたします。

31

ワクチンに関する偽情報がたくさんありました。疾患はもちろんですが、ワクチンについても科学的な情報を発信す

る必要があります。

（改定素案に記載済み）

ワクチンに関する県民への情報提供・共有については、改定素案p89 17行目（資料3p91 17行目）に記載していま

す。

今後は、県のマニュアル作成や対策実施の際に、具体的な県民への周知の方法を検討いたします。

新型インフルエンザ等対策青森県行動計画改定素案に対する意見
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